
〈
共
同
研
究
報
告
〉

家
族
分
類

ス
キ
ー

ム
と
宗
門
改
帳

高

木

正

朗

家族分類スキームと宗門改帳

序
論ω

ヨ
幽昏

(一
㊤刈
N

目
㊤
刈。。)
や

○
○
蕁
①
一一

9
5
創

=
鋤
《
鋤
目
一
(H
りQ。
①
)
な
ど

の
紹
介

に
よ

っ
て
今

日

で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
例
え
ば
五
〇

年
分
あ
る
い
は

一
〇
〇
年
分

の
帳
簿
が
ま
と
ま

っ

て
保
存
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
宗
門
改
帳

(以
下
、

単
に
S
A
C
と
標
記
す
る
)
は
前

工
業
化

期
日
本

の
世
帯
と
家
族

の
周
期

(ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
)
そ

し
て
個
人
の
経
歴

(ラ
イ
フ
コ
ー
ス
)
を
追
跡
す

る
た
め
の
最
良
の
原
史
料
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
S

A
C
に
は
、

一
歳
未
満
の
乳
児

の
死
亡
登
録
は
な

さ
れ
な
か

っ
た
の
で
、
乳
児
死
亡
率
や
出
生
率
を

精
確
に
計
算
で
き
な
い
と
い
う
弱
点
は
あ

る
。
し

か
し
筆
者
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
現
在
も
仏

教
寺
院
で
作
成
さ
れ
て
い
る
過
去
帳

(死
亡
登
録

簿
)
と
S
A
C
と
の
併
用
が
可
能
な
ら
、
ま
た
今

の
と
こ
ろ
極
め
て
少
数
の
帳
面
が
東
北
地
方
の
農

村

で
発
見
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
が
、
江
戸
時

代

の
末
期
に
作
成
さ
れ
た
懐
妊
改
帳

(出
産
登
録

簿
)
を
も
参
照
す
る
幸
運
に
恵
ま
れ
る
な
ら
ば
、

か
な
り
精
度

の
高

い
S
A
C
デ
ー
タ
を
再
構
成
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る

(目
鋤
冨
ひq
碁
一㊤
㊤
一)
。
こ

の
研
究
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
、
筆
者
は
ま
だ
死

亡
登
録
簿
の
所
在
確
認
を
し
て
い
な

い
の
で
、
こ

の
論
文
は
S
A
C
だ
け
を
素
材

に
し
て
作
成
さ
れ

て
い
る
。

筆
者
は
第

一
節
で
、
世
帯
と
家
族
、
そ
の
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
の
開
始
と
終
了
と
を
区
別
し
て
検
出

し
よ
う
と
す
る
場
合
、
S
A
C
を
使
用
す
れ
ば
、

そ
れ
は
容
易

に
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
図
で
示
し

な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
。
第

二
節
で
は
、
世
帯
構

造
と
そ
の
変
化
を
漏
れ
な
く
記
述
す
る
た
め
に
開

発
さ
れ

た

い
く

つ
か

の
世
帯

分
類

ス
キ
ー

ム

(げ
〇
二
ωΦ
げ
O
一創

O
一①
ωω一胤凶O
鋤
け一〇
コ

ωO
げ
Φ
bρΦ
)
を
と

り
あ
げ
、
S
A
C
に
適
用
し
た
場
合
の
有
効
性
と

欠
陥
と
を
比
較
検
討
し
、
二
～
三
の
改
善
点
を
指

摘
す
る
。
第
三
節

で
は
、
都
市
居
住
世
帯

の
な
か

で
そ
の
大
部
分
を
占
め
た
短
期
間
在
住
世
帯

・
家

族
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
、
簡
単
な
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
構
築
し
て
復
元
し
よ
う
と
試
み
る
。
本
論

に

は
い
る
ま
え
に
、
こ
の
論
文
で
使
用
す
る
S
A
C
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と
補
助
史
料
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。

第

一
節

で
は
、
奈
良
市
内

の
町
内

(鶴
福
院

町
)
お
よ
び
農
村

(興
隆
寺
村
)
に
残
さ
れ
て
い

(
1
)

る
S
A
C
を
使
用
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
S
A
C

も
情
報
量
が
豊

か
で
あ
る
。
し
か
し
残
念

な
こ
と

に
、
興
隆
寺
村
の
S
A
C
に
は
各
世
帯
を
階
層
区

分
す
る
際

に
指
標
と
し
て

一
般
に
使
用

さ
れ
る

(
2

)

石
高
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
わ

れ
わ
れ

は
、
次
の
三

つ
の
指
標
、
す
な
わ
ち
S
A
C
カ
ヴ

ァ
ー
期
間

に
お
け
る
各
世
帯
の

(
一
)
分
家
の
数
、

(二
)
世
帯
人
数
、
(三
)
夫
婦
組
数
を
勘
案
し
て
、

興
隆
寺
村

の
農
民
社
会
を
代
表
す
る
三

つ
の
世
帯

(分
家
を
含
め
れ
ば
六
世
帯
)
を
作
意
的

に
選
ん

だ
。
そ
う
し
て
、
第

一
節
の
研
究
目
的
に
合
致
す

る
よ
う
に
、
世
帯
の
変
化
を

一
年
毎

に
追
跡
で
き

る
図

に
ま
と
め
た
。

一
方
非
常
に
幸
運
な
こ
と
に
、
鶴
福
院

町
に
は

S
A
C
以
外
に
、

一
時
点
の
調
査
で
は
あ

る
が
、

天
保
六
年

(
一
八
三
五
)
現
在

の
町
内
地

所
の
所

有
者
登
録
簿

(検
地
帳
)
お
よ
び
天
保

=
二
年

(
一
八
四
二
)
現
在

の
世
帯
職
業
調
査
簿

が
保
存

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
補
助
史

料
と
S

A
C
と
を
リ
ン
ク
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
筆
者
は

都
市
居
住
世
帯

・
住
民
を
社
会
階
層
別

に
分
類
す

る
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら

の
帳
簿
は

一
時
点
の
記
録
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

大
多
数
の
都
市
住
民
は
頻
繁

に
移
動
し
た
し
職
業

も
変
え
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
小
規
模
な
生
産
手

段
し
か
持
た
な
か
っ
た
商
人

・
職
人
階
級
で
は
、

世
帯
員
の
誰

(と
誰
と
)
が
そ
う
し
た
職
業
の
主

な
従
事
者

で

(あ
り
補
助
者
で
)
あ

っ
た
の
か
は

っ
き
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
な
ど
を
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
れ
わ

れ
は
次

の
三

つ
の
指
標
、
す
な

わ
ち
各
世
帯

の

(
一
)
町
内
に
お
け
る
家
屋
敷
所
有
数

・
所
有
面

積
、

(二
)
世
帯
と
し
て
の
職
業
、

(三
)
町
内
在

住
年
数
を
考
慮
に
い
れ
て
、
二
つ
の
上
層
職
人

・

商
人
世
帯
と

一
つ
の
芸
能
人
世
帯
、
ま
た
中
層
以

下
を
形
作

っ
て
い
る
三

つ
の
職
人
世
帯
の
あ
わ
せ

て
六
世
帯
を
抽
出
し
、
や
は
り
こ
の
節
の
研
究
目

的

に
合
致
す
る
よ
う
に
、

一
年
毎
の
世
帯
変
化
を

追
跡
で
き
る
図
に
ま
と
め
た
。

第
二
節
で
は
、
前
節
で
作
成

さ
れ
た

一
二
枚
の

世
帯
追
跡
図
を
資
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
各

追
跡
図
に
記
さ
れ
た
家
族
世
帯
に
つ
い
て
、
す

べ

て
の
年
の
類
型
を
明
確
に
し
類
型
の
移
行
経
路
を

と
ら
え
る
た
め
に
、

一
年
毎
に
類
型
記
号
を
付
け

た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
筆
者
は
各
分
類

ス
キ
ー
ム
の
有
効
性
と
欠
陥
と
が
明
ら
か
と
な
る

よ
う
工
夫
を
し
た
。

第
三
節

で
は
、
鶴
福
院
町
と
と
も
に
東
向
北
町

(
3

)

の
S
A
C
を
も
使
用
し
て
い
る
。

一
八
～

一
九
世

紀
の
都
市

・
奈
良
は
約

二
〇
〇
の
町
内
で
構
成
さ

れ
て
お
り
、
安
政
四
年

(
一
八
五
七
)
の
総
人

口

は
約

二
〇
、
○
○
○
人
で
あ

っ
た

(奈
良
市
、

一

九
八
八
)。
し

か
し
、
五
〇
年
以
上
を
カ
ヴ

ァ
ー

す
る
S
A
C
は
、
今

の
と
こ
ろ
こ
の
二
町
分
し
か

発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
は
こ
の
S
A
C
に

一

～
六
回
登
録
さ
れ
た
世
帯
、
す
な
わ
ち

一
年
未
満

～
六
年
未
満
在
住
し
た
す

べ
て
の
世
帯
を
抽
出
し
、

横
断
的
デ
ー
タ
と
縦
断
的
デ
ー
タ
と
を
同
時
に
含

む
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(以
下
、
単
に
恥
l
M
と
標
記
す

る
)
を
構
築
し
た
。
短
期
間
だ
け
町
内

に
在
住
し

他

の
町
内
に
移
動
し
て
い
く
こ
れ
ら
の
世
帯

・
個

人
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の

一
部
を
図
1
-
4

(
一

八
〇
五
年
以
降
三
年
間
同
居
し
た
実
姉
と
姪

[そ
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の
と
な
お
母
娘
凵
、

一
八
〇
九
年
以
降
七
年
間
同

居
し
た
義
伯
母

[妙
禅
凵、

一
八
四

一
年

以
降
四

年
間
同
居
し
た
養
兄
冂
兄
の
家
族

[五
市
夫
婦
と

子
ど
も
た
ち
]
)、
あ
る
い
は
図
1
1
5

(
一
八

一

一
年
以
降
三
年
間
同
居
し
た
実
姉
と
妹

[
む
め
と

屋
え
]
)
な
ど
の
例

に
見
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う

に
、
大
部
分
が
都
市
の
中
層
以
下
の
階
層

を
形
成

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一

農
村
と
都
市

の
家
族

・
世
帯

ー
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
開
始
と
終
了
1

わ
れ
わ
れ
は
S
A
C
に

一
ま
と
め
に
し

て
登
録

さ
れ
て
い
る
世
帯
員
の
な
か
で
、
最
初
に
記
載
さ

れ
て
い
る
人
物
を
戸
主

(世
帯
主
)
と
見

な
し
て

間
違

い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
確
認

す
る
た

め
に
、
か

つ
て
筆
者
は
、
五
三
戸
で
構
成

さ
れ
た

東
北
地
方

の
あ
る
農
村

の
、
文
政
六
年

(
一
八
二

三
)
の
S
A
C
に
記
載
さ
れ
た
各
世
帯

の
筆
頭
者

お
よ
び
石

(銭
)
高

と
、
こ
の
村

の
土

地
台
帳

(名
寄
帳
)
に
記
載
さ
れ
た
所
有
名
義
人

お
よ
び

石

(銭
)
高
と
の
リ
ン
ク
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る

(高
木
、

一
九
八
五
)。
そ

の
結
果
、
二

つ
の
帳
面

で
筆

頭
者

と
所

有
名
義

人

は

一
〇

〇
%
、
石

(銭
)
高
は
九
六
%
が

一
致
し
た
。
こ
う
し
た
事

実
、
さ
ら
に
は
先
述
の
鶴
福
院
町

の
検
地
帳

・
職

業
調
査
簿

に
記
載
の
名
前
と
S
A
C
の
筆
頭
者
が

一
致
す
る
事
実
な
ど
を
根
拠
に
、
こ
の
論
文
で
は

S
A
C
に

一
番
目
に
登
録
さ
れ
て
い
る
個
人
は
戸

主
で
あ
る
と
見
な
し
て
議
論
を
進
め
る
。
な
お
S

A
C
の
場
合
、
戸
主
が
変
わ
る
た
び

に
、
世
帯
員

の
地
位
は
そ
れ
に
連
動
し
て
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に

変
化
す
る
。

戸
主
に
よ

っ
て
統
括
さ
れ
て
い
く
永
続
的
集
団

を
こ
こ
で
は
家

(一①
)
と
す
る
。
例
え
戸
主
と
そ

の
成
員
が
赤

の
他
人

(非
血
縁
者
)
に
完
全
に
と

っ
て
代
わ
ら
れ
よ
う
と
も
、
こ
の
新
た
な
成
員
に

よ

っ
て
集
団
が
再
生
産
さ
れ
彼
ら
が
S
A
C
に
登

録
さ
れ
続
け
て
い
る
限
り
、
家
は
存
続
し
て
い
る

も
の
と
筆
者
は
考
え
る
。
ま
た
相
続
か
ら
譲
渡
ま

で
の
期
間
、
特
定

の
戸
主
が
経
営
管
理
す
る
集
団

を
世
帯

(げ
○
⊆
ωΦ】ρO
一α
)
と
考
え
る
。
従

っ
て
世

帯
に
は
開
始
と
終
了
と
が
あ
る
の
で
、
戸
主

の
名

前
を
と

っ
て
、
例
え
ば

「庄
蔵

の
世
帯
」

(図

1

1
1

二

八
二
七
～
六
五
年
を
見
よ
。
庄
蔵
は
三

九
年
間
戸
主
の
地
位

に
就
い
て
い
た
)
と
名
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
世
帯

の
中
核
を
形
づ
く

る
集
団
が
家
族

(賦
B
ξ

)
で
あ
る
と
考
え
る
。

い
か
に
複
雑
な
形
態
を
と
ろ
う
と
も
、
家
族
集
団

の
基
礎
的
単
位

は
核
家
族

(壼

皀
Φ
霞

壁
巨

ぎ

あ
る
い
は

oo
且
二
αq
巴

貯
自

ぐ

二
巳
什
"
以
下
、
単

に
C
F
U
と
標
記
す
る
)
で
あ
り
、

こ
の
核
家
族

に
も
寿
命
1
す
な
わ
ち
開
始
と
終
了
と
ー
が
あ
る

と
考
え
る
。

こ
う
し
た
考
え
に
従
う
な
ら
、
日
本

の
伝
統
的

世
帯
は
特
定

の
家
成
員
に
よ
る
戸
主
権

の
相
続
な

い
し
新
世
帯

の
創
設

(分
家
)
に
よ

っ
て
始
ま
り
、

そ
の
戸
主
権

の
譲
渡
な
い
し
世
帯
の
解
体

(潰
れ
、

ま
れ
に
逃
亡
な
ど
)
に
よ

っ
て
終
了
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
相
続
と
譲
渡
の
サ
イ

ク
ル
を
世
帯
周
期

(げ
〇
二
ω①げ
o
缸

ま
①
-
畠
9
Φ
)

と
考
え
る
。
ま
た

一
般
に
核
家
族
は
結
婚

に
よ

っ

て
始
ま
り
、
子
ど
も

(た
ち
)
が
い
る
場
合
は
彼

ら
の
離
家
以
後

に
配
偶
者
が
死
亡
す
る
こ
と
で
、

子
ど
も

(た
ち
)
が
い
な

い
場
合
は
配
偶
者
が
死

亡
す
る
か
離
婚
す
る
か
そ
の
い
ず
れ
か
に
よ

っ
て

終
わ
る
。
そ
こ
で
家
族
の
創
設
と
解
体
の
サ
イ
ク
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ル
を
家
族
周
期

(貯
ヨ
ロ
団
ま
①
-
oく
皀
①
)

と
し
、

世
帯
周
期
と
は
概
念
的
に
区
別
し
て
考
え

る
。
か

く
し
て
、
家
族
と
世
帯
、
こ
の
両
者
の
開
始
お
よ

び
終
了
に
つ
い
て
の
、
最
も
単
純
か

つ
一
般
的
な

組
み
合
わ
せ
は
、
結
婚
と
同
時
に
相
続
が
、
配
偶

者
の
離
別

・
死
亡
と
同
時
に
戸
主
権
の
譲
渡
が
行

わ
れ
る
と
い
う
形
態

で
あ
る
。
日
本
の
直
系
家
族

世
帯
の
場
合
、
結
婚
と
同
時
に
戸
主
権
を
相
続
す

る
規
則
あ
る
い
は
新
世
帯
を
創
設
す
る
規
則

(
い

わ
ゆ
る

コ
①
o
亠
o
o
鋤
一一ωヨ
)
な
ど
は
制
度

化
し

て

お
ら
ず
、
他
方
で
家
族
に
と
い
う
よ
り
む

し
ろ
世

帯

(そ
し
て
個
別
世
帯

の
連
鎖
と
し
て
、
永
続
し

て
い
く
こ
と
が
期
待

さ
れ
た
家

…
一①
)

の
ほ
う

に
強
力
な
役
割
と
価
値
と
を
与
え
て
き
た
。
従

っ

て
、

一
般
的
に
結
婚

の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
世
帯
継
承

の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
場
合

が
多

か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
世
帯
創
設
と
家
族
創
設
の
基
本
的
パ

タ
ー
ン

(組
み
合
わ
せ
)
を
S
A
C
に
記

さ
れ
た

(
4
)

出
来
事

(①<
Φ
耳
ω)
の
生
起
順
序
に
従

っ
て
類
型

化
す
れ
ば
、
相
続

(分
家
)
↓
結
婚
、
結
婚
↓
相

続

(分
家
)
そ
し
て
結
婚
11
相
続

(分
家
)

の
三

つ
が
想
定
さ
れ
、
終
了
の
基
本
的
パ
タ
ー
ン
と
し

て
は
戸
主
の
死
亡
1ー
譲
渡
、
戸
主

の
隠
居
11
譲
渡
、

離
婚
11
譲
渡
の
三
つ
が
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
戸

主
の
死
亡
11
妻
の
中
継

(な
か
つ
ぎ
)
相
続
↓
子

供

・
養
子
な
ど

へ
の
譲
渡
と
い
う
パ
タ
ー
ン
も
想

定
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
中
継
相
続
も
通
常

の
相

続
の

一
つ
と
み
な
し
た
。
結
論
を
い
え
ば
、
世
帯

と
家
族

の
開
始
と
終
了
と
の
間
に
は
、
論
理
的

に

九
個

(分
家
を
別
だ
て
に
す
れ
ば
、

一
八
個
)
の

基
本
的
組
み
合
わ
せ
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
組
み
合
わ
せ
の
中
か
ら
、
戸
主
は
当
該
世
帯

に
固
有

の
事
情
と
地
方
の
制
度
的
慣
習
と
に
適
合

的
な
パ
タ
ー
ン
を
、
適
宜
選
択
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
以
下
に
お
い
て
具
体
例
を
交

え
検
討
す
る
が
、
そ
の
選
択
幅
は
と
り
わ
け
農
村

世
帯
で
は
限
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
に
み
え

る
。

一
ー

一

農
村
の
家
族
と
世
帯

世
帯
の
再
生
産

に
必
要
な

一
定
面
積
の
農
地
を

所
有
す
る
農
民
や
、
経
営
基
盤
が
整

っ
た
商
人

・

職
人
世
帯
の
場
合
、
戸
主
権
を
次
の
世
代

に
譲
渡

す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
(死
に
譲
り
で
な
い
限
り
)

地
方

の
慣
習
の
下

に
、
世
帯
の
人
的

・
経
済
的
資

源

(労
働
力
、
資
本
と
生
産
手
段
)
の
状
態
を
考

慮
に
入
れ

つ
つ
、
周
到
に
決
定
さ
れ
て
き
た
に
違

い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
農
地
あ
る
い
は
家
屋
敷

を
所
有
し
な
か

っ
た
貧

(借
地

・
借
屋
)
農
、
主

と
し
て
労
働
力
に
よ

っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
中

層
以
下
の
都
市
住
民
に
と
っ
て
、
世
帯
相
続

の
意

味
は
相
対
的
に
乏
し
い
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
第

三
節
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
家
屋
敷
を
所

有
し
な
か

っ
た
世
帯

の
生
活
水
準
や
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
を
支
配
し
た
も
の
は
、
個
人
を
め
ぐ
る
人
口

学
的
要
因
、
た
と
え
ば
結
婚
と
か
離
婚
あ
る
い
は

出
生
や
死
亡
で
あ

っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

図
1
i
1
は
興
隆
寺
村
の
あ
る
上
層
農
民
世
帯

(世
帯
番
号

u
恥
3
)
の
五
〇
年
間

の
変
化
を
追

跡
し
て
い
る
。
世
帯
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
家
族

の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
を
明
確

に
区
分
す
る
た
め

に
、
戸
主
が
変
わ

っ
た
時
点
で

一
行
分
の
マ
ー
ジ

ン
を
と
り
、
二
つ
の
マ
ー
ジ

ン
で
区
切
ら
れ
た
期

間
を
世
帯
の

一
サ
イ
ク
ル
と
し
た
。
ま
た
、
結
婚

に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
離
婚
ま
た
は

(子
ど
も
の
巣
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図1-1奈 良 興 隆 寺 村 、 世 帯No.3、3-1、3-2

記号の説 明

(各記号 に対応 す る出来事 は1年 間、例 えば

1821年4月 か ら1822年3月 までの間 に生起 し

たこ とを示 す)

ad=adoption(養 子 、 養 女)

bh=branGhhousehold(分 家)

d=death(死 亡)

dv=divorce(寓 隹婚)

illeg=illegitimate(私 生 児)

io=ioin(同 居 、 同 家)

m=marriage(結 婚)

moニmove(引 越)

no=namechange(改 名)

st=step..(継 父母 、 継 子 女)

unニunknown(不 明)
*=nomaterial(資 料 欠)

**SAGは1年 に1回3月 末 に 作 成 され た
。 そ

こ で世 帯 員 の 年 齢 は3月30日 現 在 の もの で

あ る(奈 良 町 の 場 合 は4月1日 で あ った ら

しい)。

世 帯 分 類 記 号 に 関 す る注記

H&L;

A=adoptedmember(s)一(養 子女)

1=illegitimatedohild(ren)一(私 生 子)

K&S;

各記号 は未婚 の傍 系親族 を含む もの とみ なす。

C-d二 親 が世帯主 となってい る核 家族

C-u=子 が世帯主 となっている核 家族

C-md=母 親 が世帯主 とな ってい る母子家族

C-mu=子 が世帯主 とな ってい る母子家族

Cイd=父 親が世帯主 となっている父子 家族

C-fu=子 が世帯主 となっている父子 家族

J=兄 弟姉妹のみ の世帯

K=分 類不能

年齢の説 明

図1-1か ら図1-7に 記載 され た年齢 に限 り、

満年齢 を使 用 してい る。年齢の算 出法 は単純

に、数 え年 マイナス1と し、 さらに0歳 まで

遡及 させた。
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立
ち
以
後

の
)
配
偶
者

の
死
亡
に
よ

っ
て
解
体
す

る
核
家
族

の

一
サ
イ
ク
ル
を
、
他

の
核
家
族
サ
イ

ク
ル
と
そ
の
世
帯
構
成
員
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
、

そ
の
期
間
と
メ
ン
バ
ー
と
を
実
線

で
囲

ん
だ
。

恥
3
世
帯
に
お
い
て
、
本
家
世
帯
は
戸
主
権
の
移

動
を
二
回
経
験
し
た
が
、
継
承
者
は
い
ず

れ
の
場

合
も
結
婚
後
数
年
な
い
し
十
数
年
た

っ
て
相
続
し

て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
世
帯
で
は
、
戸
主

の
死
亡

に
と
も
な
う
譲
渡
、
隠
居
に
と
も
な
う
譲
渡
に
よ

っ
て
二
つ
の
世
帯
サ
イ
ク
ル
が
終
了
し
た
。

二
つ
の
村
内
分
家

(恥
3
1
1
、
恥
3
i
2
)

を
見
て
み
よ
う
。
本
家
か
ら
の
経
済
的
自
立
の
程

度
は
不
明
で
あ
る
が
、

一
般
に
分
家
は
、
農
村
に

お
け
る
自
立
し
た
世
帯

(換
言
す
れ
ば
、
村
が
領

主
か
ら
請
け
負

っ
た
諸
年
貢
の

一
部
を
、

所
有
面

積
に
応
じ
て
確
実

に
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
農

民
世
帯

11
本
百
姓
)
と
し
て
村
落
共
同
体

の
構
成

員
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
家
か
ら
家
屋

敷
、
農
地
、
家
旦
ハ什
器
そ
し
て

一
年
分
の
穀
物
、

味
噌
、
塩
な
ど
の
支
給
を
う
け
て
独
立
し
た
。
本

家
か
ら
十
分
な
援
助
が
得
ら
れ
な
い
場
合
、
ま
た

才
覚

に
よ

っ
て
家
産
を
増
加

で
き
な
か

っ
た
分
家

は
、
本
家

に
従
属
し
て
そ
の
家
計
共
同
体
の

一
部

を
な
し
た
。
ま
た
、
本
家
が
大
量

の
労
働
力
を
必

要
と
し
た
た
め
に
、
分
家

の
経
済
的
自
立
を
制
度

的
に
遅
ら
せ
る
地
方
も
あ

っ
た
。
村
内

に
だ
さ
れ

た
分
家
と
そ
の
本
家
と
は
、
領
主
か
ら
相
互
に
自

立
し
た
農
民
世
帯
と
み
な
さ
れ
た
が
、
本
家
を
出

自

の
根
源
と
し
階
層
的
構
成
を
も

っ
た
互
助
組
織

で
あ
る
同
族
団

(あ
る
い
は
家
連
合
)
を
形
成
す

る
こ
と
が

一
般
的
で
あ

っ
た
。
奈
良

(大
和
)
地

方
で
は
こ
の
組
織
を
、

一
つ
の

「
統

(長

い
糸
す

じ
)
」
に
連

(
つ
ら
)
な
る
集
団
と

い
う
意
味
を

(
5
)

こ
め

て
、

一
統

(イ

ッ
ト
ウ
)
と
呼
ん

で

い
る

(奈
良
市
、

一
九
六
八
)
。
分
家
と
本
家
を
め
ぐ
る

旦
ハ体
的
慣
習
が
興
隆
寺
村
で
は
ど
う
で
あ

っ
た
の

か
、
そ
の
中
身
は
今
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。
と

も
か
く
、
新
戸
主
と
は
共
に
義
理
の
関
係

で
結
ば

れ
て
い
る
母
親
と
弟

と
が
、
(あ
た
か
も
世
帯
を

追

わ
れ

る

か
の
よ
う

に
)
分

家

し
た

ケ

ー

ス

(喩
3
-

1
)
と
、
次
男
と
し
て
生
家

に
長
年
貢

献
し
た
あ
と
三
〇
代

に
入

っ
て
分
家
し
た
ケ
ー
ス

(6
)

(恥
3
1

2
)
と
が
み
ら
れ
た
。
平
野
部

に
近

い

と
は
い
え
興
隆
寺
村
が
山
間
に
所
在
す
る
農
村
で

あ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

い
ず
れ
の
分
家
も
直

系
家
族
形
態
を

一
度
も
と
ら
な
か

っ
た
こ
と
は
注

意
を
引
く
。

中
層
の
農
民
世
帯
を
追
跡
し
て
い
る
の
が
図
1

1
2
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
家
が
直

系
家
族
形
態
を
と

っ
た
の
は
、
五
〇
年
間
の
う
ち

わ
ず

か
二
年
間

(
一
八
六
九
～
七
〇
年
)
だ
け
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
分
家
も
ふ
く
め
て
、

世
帯
形
態
は
核
家
族
を
基
本
と
し
て
い
た
。
図
1

1
3
は
下
層
世
帯

の
追
跡
事
例
で
あ
る
。
こ
う
し

た
階
層
で
は
、

一
組

の
夫
婦
を
す
ら
欠
く
局
面
が

あ

っ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
継
承
者

の
選
定
行
動

が
通
常
の
原
則
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
、
頻
繁
な

死
亡
に
よ

っ
て
血
統
を
た
ど
る
通
常

の
相
続
が
、

一
八
七
〇
年

に
不
可
能
に
な

っ
た
こ
と
な
ど
が
分

か
る
。

以
上
六

つ
の
農
村
家
族
世
帯

(家
)
に
お
け
る

世
帯
と
家
族
、
こ
の
両
サ
イ
ク
ル
が
開
始
す
る
際

の
組
合
わ
せ
は
、
結
婚
↓
相
続

(三
ケ
ー
ス
、
以

下
同
様
)
、
分
家
↓
結
婚

(三
)
、
相
続
↓
結
婚

(二
)
が
主
な
も
の
で
あ

っ
た

(他
の
形
態
と
し

て
は
、
相
続
↓
不
明

[未
婚

"
=

、
結
婚
↓
不
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図1-2奈 良 興 隆 寺村 、 世 帯No.2、2-1
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図1-3奈 良興 隆寺村 、世帯No.7
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図1-4奈 良 鶴 福 院 町 、世 帯No.24
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町内における家屋敷所有面積(1835年6月 現在)

屋敷1(27.9坪=92.lm2)

貸屋1(22.5坪=74.3m2)

家業(1842年6月 現在)

多業粉(タ バコ)商 売

図1-5奈 良 鶴 福 院 町 、 世 帯No.19
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図1-7奈 良 鶴 福 院 町 、

世 丗No.858789

図1-6奈 良 鶴 福 院 町 、 世 帯No.71
.
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明

[未
相
続

二

]
が
あ

っ
た
)。

一
方
、
両

サ

イ
ク
ル
が
終
了
す
る
際
の
組
合
わ
せ
は
、
戸
主
の

死
亡
"
譲
渡

(五
)
が
主
で
あ

っ
た

(
そ
の
他
、

隠
居

11
譲
渡
↓
夫
死
亡

[
=

、
隠
居

11
譲
渡
↓

不
明

[史
料
最
終
年
ま
で
夫
婦
が
生
存

二

]
が

あ

っ
た
)
。

一
-
二

都
市

の
家
族
と
世
帯

た
と
え
経
営

の
基
盤
が
相
当
安
定
し

て
い
た
と

し
て
も
、
農
民
世
帯
に

一
般
的
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、

一
つ
の
地
区

(町
内
)
に
長
く
在
住
す
る
世

帯
の
数
は
都
市

で
は
極
め
て
限
ら
れ
て

い
た
。
大

多
数
の
世
帯
は
数
カ
月
な
い
し

一
～
二
年
間
在
住

し
た
だ
け
で
次
々
に
移
動
し
た
の
で
、

S
A
C
の

記
帳
者
は
転
入
者
と
転
出
者
の
属
性

に
関
す
る
詳

し
い
メ
モ
を
書
き
残
し
た
。

一
九
世
紀

の
奈
良
町

内
の
社
会
構
造
は
、
以
下
に
例
示
す
る
よ
う
に
、

ご
く
少
数

の
有
力
商
家
と
圧
倒
的
多
数

の

一
般
商

人

・
職
人

・
雑
業
者

に
よ

っ
て
構
成
さ

れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
社
会
構
造
は
、

一
八
～

一
九
世
紀
の
京

都
、
大
阪
、
江
戸
な
ど
大
都
市
に
お
い
て
も

一
般

的
で
あ

っ
た
に
違

い
な
い
。

図
1
i
4
は
町
内
で
最
も
裕
福
で
あ

っ
た
と
想

定
さ
れ
る
職
人
兼
商
人
で
、
造
園
業
を
営

み
花

・

植
木
も
販
売
し
て
い
た
世
帯

の
追
跡
図
で
あ
る
。

こ
の
世
帯
は
S
A
C
の
全
期
間

(六
八
年
間
)
に

わ
た

っ
て
存
続
し
た
が
、
農
村
上
層
の
世
帯
構
成

と
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
は
顕
著
な
差
が
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
そ
の
差
と
は
、
傍
系
親
族
の
頻
繁

か

つ
短
期
間

の
同
居

(出
入
り
)
で
あ
り
、
ま
た

資
産
の
あ
る
上
層
世
帯
に
し
て
は
不
似
合
い
な
、

夫
婦

(8
唇
一①
)
が
欠
損
す
る
局
面

(図
1
1
5

を
も
見
よ
)
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
短

い
年
月
を
同
居
し
て
は
去

っ
て
い
く
傍

系
親
族
の
世
帯
構
成
を
み
る
と
、
そ
れ
は
母
子
、

単
身
の
伯
母
、
夫
婦
と
子
供
、
姉
妹
た
ち
な
ど
で

構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
小
規
模
世
帯
の

集
合
体
こ
そ
が
市
内
を
頻
繁
に
移
動
し
て
い
る
主

要
部
分
な
の
で
あ
る
。

図
1
1
5
は
タ
バ
コ
を
製
造

・
販
売
し
て
い
た

上
層
商
人
の
世
帯
を
追
跡
し
て
い
る
。
こ
の
家

の

世
帯
構
成

に
み
ら
れ
る
不
安
定
性
は
前
者
よ
り
さ

ら
に
顕
著

で
あ
る
。
夫
婦

一
組
が
い
る
年
数
は
全

期
間

の
三
分
の

一
以
下

(二
〇
年
間
)
し
か
な
い
。

一
八
五
七
～
六
四
年
ま
で
の
八
年
間
、
中
継
相
続

人
と
し
て
女
世
帯
主
を
た
て
な
が
ら
も
、
死
亡
と

離
婚
と
が
原
因
で
、
家
族
と
世
帯
と
を
安
定
的
サ

イ
ク
ル
に
乗
せ
る
こ
と
に
苦
労
し
て
い
る
。

中
層
以
下

の
階
層
の
追
跡
事
例
は
、
図
1
1
6

と
図
1
i
7
に
示
さ
れ
て
い
る
。
図
1
1
6
の
世

帯
は
借
家
住
ま
い
を
し
て
お
り
、
職
業
は
茶
湯
の

師
匠
で
あ
る
。
三
九
年
間
の
在
住
期
間

の
う
ち
、

三
分
の

一

(
一
二
年
間
)
は
女
性
が
戸
主
と
な

っ

て
い
る
。
彼
女
が
単
な
る
中
継
相
続
人
で
な
か

っ

た
こ
と
は
、
同

一
人
物
と
の
再
婚
を
繰
り
返
し
な

が
ら
も
、
戸
主
権
を
留
保
し

つ
づ
け
た
事
実
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
世
帯
も
頻

繁
な
死
亡

に
よ

っ
て
単
身
世
帯
と
な
り
、
戸
主
は

町
内
を
去

っ
て
い
る
。
図
1
1
7
に
示
し
た
三
つ

の
世
帯
は
ど
れ
も
、
狭
隘
な
借
家

に
居
住
し
雑
多

な
仕
事

に

つ
い
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
恥
85
、

恥
87
の
よ
う
に
町
在
住
年
数
が

一
〇
年
以
上
も
あ

る
世
帯
は
、
比
較
的
安
定
し
た
収
入
を
得
て
い
た

に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
短
期
在
住
世
帯

・

家
族

の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
開
始
パ
タ
ー
ン
と
終

了
パ
タ
ー
ン
と
を
追
跡
す
る
こ
と
は
、
移
動
先
の
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S
A
C
が
な
い
の
で
現
在

の
と
こ
ろ
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
世
帯

の
移
動
の

一
齣
が
、
た

と
え
ば
図
1
1
4
の

一
時
同
居
の
傍
系
親

族
世
帯

に
現
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先

に
指
摘
し

た
と
お
り

で
あ
る
。

以
上
六
つ
の
都
市
世
帯
の
な
か
で
、
農
村
の
事

例
と
ほ
ぼ
同
様
な
世
帯
サ
イ
ク
ル
と
家
族

サ
イ
ク

ル
の
開
始
及
び
終
了
組
合
わ
せ
が
見
ら
れ

る
の
は
、

恥
24
世
帯
だ
け
で
あ
る

(相
続
↓
結
婚

[
ニ
ケ
ー

ス
]
と
結
婚
↓
相
続

[
二
]
、
戸
主
死
亡

11
譲
渡

[
二
]
と
隠
居
11
譲
渡
↓
夫
死
亡

[
=
)
。

一
方
、

恥
19
世
帯
の

一
八
五
八
～
六
四
年
ま
で
、
あ
る
い

は
恥
71
世
帯
の

一
八
三
七
～
四
八
年
ま
で
を
見
れ

ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
女
性
が
中
継
相
続
人
と
し

て
短
期
間
ま
た
頻
繁
に
戸
主
と
な
る
場
合

は
、
先

に
記
し
た
九
個
の
組
合
わ
せ
パ
タ
ー
ン
に
は
到
底

収
ま
り
き
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
短

い

局
面
を
家
族
な
い
し
世
帯
の

一
サ
イ
ク
ル
と
見
な

す
こ
と
は
到
底
出
来
な
い
が
、
し
か
し
、

こ
こ
に

こ
そ
都
市
家
族
世
帯

の

一
つ
の
特
徴
が
現

れ
て
い

る
こ
と
も
事
実
な
の
で
あ
る
。

こ
の
節
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
世
帯
と
家
族
の

一
サ
イ
ク
ル
と
そ
の
所
要
年
数
に
言
及
し
て
お
こ

う
。
な
お
、
こ
こ
で
は
上
に
記
し
た
よ
う
な
短

い

局
面
は
除
外
す
る
こ
と
に
す
る
。
世
帯
の

一
サ
イ

ク
ル
が
分
か
る
事
例
は
六
ケ
ー
ス
あ

っ
た
。
そ
の

内
訳
は
、
相
続
↓

(結
婚
)
↓
死
亡
冂
譲
渡

(ニ

ケ
ー
ス
。
三
七
年
間

"
都
市
、
三

一
年
間

"
農

村
)
、
相
続
↓

(未
婚
)
↓
隠
居
凵
譲
渡

(
一
。

三
二
年
間

…
都
市
)
、
(結
婚
↓
)
相
続
↓
隠
居
11

譲
渡

(
一
。
三
九
年
間

"
農
村
)
、
(結
婚
↓
)
相

続
↓
死
亡
11
譲
渡

(
一
。

一
七
年
間

"
都
市
)
そ

し
て
分
家
↓

(結
婚
)
↓
隠
居
目
譲
渡

(
一
。
四

一
年
間

"
農
村
)
で
あ
る
。

一
世
帯
サ
イ
ク
ル
は

(
一
家
族
サ
イ
ク

ル
と
比
較
し
て
)
概
し
て
非
常

に
長

い
も
の
で
あ
り
、
人
々
は
家
族

に
拠

っ
て
と

い
う
よ
り
も
世
帯
に
拠

っ
て
生
き
た
と
い
う
こ
と

を
確
認
で
き
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
核
家
族
の

一
サ
イ
ク
ル
を
追

跡

で
き
る
ケ
ー
ス
は
、
農
村

で
は
わ
ず
か

一
ケ
ー

ス

(
=
二
年
間

"
た
だ
し
妻
は
再
婚
)
、
都
市

で

も
三
ケ
ー
ス

(
一
九
年
間

"
た
だ
し
夫
又
は
妻

に

再
婚

の
経
験
あ
る
も
の

[
二
]
、

一
二
年
間

"
婚

前
に
夫

に
内
縁
の
妻
有
る
も
の

口

]
)
し
か
な

か
っ
た
。
農
村
の
ケ
ー
ス
が
少
な
い
の
は
、
農
民

の
ほ
う
が
長
命
で
あ
り
、
核
家
族
の

一
サ
イ
ク
ル

が
宗
門
改
帳

の
カ
ヴ

ァ
ー
期
間
内
で
完
結
し
て
い

な
い
ケ
ー
ス
が
多
か

っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
都
市
に
お
い
て
は
、
た
と
え
上
層
で
あ

っ

て
も
、
配
偶
者
と
の
離
婚
や
そ
の
死
亡
に
よ

っ
て
、

彼
ら
の
家
族
サ
イ
ク
ル
は
世
帯
サ
イ
ク
ル
ほ
ど
に

は
永
続
し
な
か
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

二

家
族
分
類
ス
キ
ー
ム
と
宗
門
改
帳

こ
の
節

で
は
、
世
帯
構
造

の
分
類

と
通
文
化

的

・
通
時
代
的
な
比
較
の
た
め
に
考
案
さ
れ
た
三

つ
の
分
類
ス
キ
ー
ム
を
と
り
あ
げ
、
S
A
C

へ
の

適
用
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
と

欠
陥
と
を
検
討
す
る
。

一
つ
は
核
家
族
的
伝
統
を

濃
厚
に
帯
び
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
開
発
さ
れ
た
ス

キ
ー
ム
、
二
つ
は
近
年
ま
で
直
系
家
族

の
伝
統
が

保
持
さ
れ
て
い
た
日
本
で
考
案
さ
れ
た
ス
キ
ー
ム
、

そ
し
て
最
後
は
、
旧
中
国
の
複
合
家
族
制
度
下
の

複
雑
な
世
帯
を
も
完
全
に
分
類
で
ざ
る
よ
う
に
開

発
さ
れ
た
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
。

193



ハンメルニラス レットの世帯分類表表1

ClassCategory

ωWidowed

ωSingle,orofunknownmaritalstatus

侮丿Coresidentsiblings

rδ丿Coresidentrelativesofotherkinds

ωPersonsnotevidentlyrelated

ωMarriedcouplesalone

砌Marriedcoupleswithchild(ren)

ωWidowerswithchild(ren)

仞Widowswithchild(ren)

ωExtendedupwards

ωExtendeddownwards

ωExtendedlaterally

仞Combinationsof4α 一46

ωSecondaryunit(s)uP

φ丿Secondaryunit(s)DowN

ωUnitsallononeleveI

仞F地 廐 乃θs

ωOthermultiplefamilics

1Solitaries

2Nofamily

3Simplefamilyhouseholds

4Extendedfamilyhouseholds

5Multiplefamilyhouseholds

61ndeterminate
5う

5∂十5虜

5δ十5吻 十4α

54

54+56

54十50十46

54十56十46十2α

電Stemfamilies'

Frereches ノ
altemativedefinitions

出 典:Laslett(1972),P.31,Table1,1∫'剛6'%㎎ σ

ぬOZだ6ぬoJゐ 」α露囎0π 惣Sα η46㎞ ㏄ を 転 載 。

図2-1小 山=ス ミス の世 帯分 類 図

Koyama Smith

1▲/● ASi・gl・p・ ・s・・ ▲/●

2全
_9

BMa「 「iedcouple亀
_9

3㌘ G論 野t㎞ ▲㌘

4鴇 ・謡・一 篭

Seniorhead

`噛 `譜9　 ㎞ 魑

Juniorhead

F欝 ・一t㎞ 罕
Ω

Seniorheadム

6今Q7阜9

本
ムQ亭 △

G欝 ・鱒 ㍉『
9

Middleheadム

H黙鷺 竃

1腑 跏 夲杢呈・
Q

△

出典:Smith(1978),P.222,Figure1.CategoriesofKoyamaandSmithComparedを 転載 。

 

二

ー

一

ハ

ン
メ

ル

凵

ラ

ス

レ

ッ

ト

の

.O
讐

①
oQ
O
ユ
Φ
ω
四
づ
創

皀
90
ω
ω
Φ
ω
"

彼

ら

が

開

発

し

た

ス

キ

ー

ム

(以

下

、

単

に

H

&

L

と
標

記

す

る

)

は

、

核

家

族

(
い
わ

ゆ

る

C

F

U

)

を

基

礎

に

置

い

て
組

み

立

て
ら

れ

て

い

る

(い
9
ω
δ
梓
計

お

刈
トの
・
閏
①
目
ヨ
色

①
づ
住

い
四
巴
Φ
け
戸

一
〇
謹

)
。

H

&

L

の

長

所

は
、

核

家

族

制

を

理

想

と
す
る
地
域

・
時
代
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
直
系

家
族
制
や
複
合
家
族
制
を
理
想
と
し
た
地
域

・
時

代
の
資
料

に
も
、
あ
る
程
度
ま
で
適
用
で
き
る
点

に
あ
る

(表
1
)。
ま
た
、
図
1
1
1
～
図
1
i

7
の
右
列

に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
ス
キ
ー
ム
は

極
め
て
複
雑
な
構
成
を
見
せ
る
都
市
上
層
世
帯

(恥
24
、
㎞
19
世
帯
)
に
も
適
用
可
能

で
あ
る
。

如
何
に
複
雑
な
構
成
を
と
る
家
族
世
帯
も
、
最
小

単
位
で
あ
る
C
F
U
同
士
の
結
合
ま
た
は
そ
の
拡

大
形
態
と
し
て
分
類
で
き
る
か
ら
、
適
用
範
囲
が

広

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ス
キ
ー
ム
を
S

A
C
に
適
用
す
る
に
あ
た

っ
て
、
筆
者
は
い
く
つ

か
の
困
難
に
直
面
し
た
。
そ
れ
を
列
挙
す
れ
ば
次

の
通
り
で
あ
る
。
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カ
テ
ゴ
リ
ー
ね

"
単
身
居
住
者
の
結
婚
歴
が
不

明

で
あ

る

た
め

に
、
彼

女

ま
た

は
彼

を
寡

婦

(≦
置
o
乏
)
な

い
し
寡
夫

(≦
こ
o鬢
臼
)

で
あ

る

と
判
定
で
き
な

い
ケ
ー
ス
が
相
当
多

い
。
長
い
期

間
を
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
る
S
A
C
で
あ

っ
て
も
、

結
婚
記
載
が
無
か

っ
た
り
途
中

で
帳
面
が
欠
け
て

い
る
場
合
、
ま
た
短
期
間
し
か
保
存
さ
れ
て
い
な

い
S
A
C
の
場
合

に
は
な
お
さ
ら
、
こ
う
し
た
困

難
は

一
層
強
ま
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
翫
と
3d

"
全
体

的
に
言

つ
て
、
H
&
L
は
戸
主
権

の
所
在
を
明
記

す
る
こ
と
を
意
図
的

に
避
け
て
い
る
が
、
分
類
を

よ
り
正
確

に
す
る
た
め
に
は
、
例
え
ば
下
位
区
分

(ωd冖σ
ー
O一9
ωω①
ω)
を
設
け
て
、
そ

の
所
在

を
は

っ

き
り
と
組
み
込
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特

に
翫

と
記
を
再
分
類
す
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
必
要

で

あ
ろ
う

(例
え
ば
、
翫
を
翫
l
d
と
翫
l

u
と
に
、

ま
た
珮
を
鍼
1
d
と
記
l

u
と
に
区
分

す
る
)
。

な
ぜ
な
ら
、
直
系
家
族
制
度
下
の
日
本

の
農
村

で

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
核
家
族
世
帯
が

一
般
的

で

あ

っ
た
都
市

に
お
い
て
す
ら
、
と
り
わ
け
男
子
を

も

つ
母
子
世
帯

(d3
)

の
場
合
に
は
、
母
親
は
幼

い
男
子
で
さ
え
名
目
的
な

(あ
る
い
は
、
正
統
な

家

の
継
承
者
が
い
る
と
い
う
象
徴
的
な
意
味
を
込

め
た
)
戸
主

に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
5e

"
こ
の
論
文
で
は
経
済
発
展

の
進
ん
だ
地
域

の
農
村
、
そ
し
て
都
市

の
S
A
C

を
扱

っ
て
い
る
の
で
問
題
は
な
か
っ
た
が
、
江
戸

時
代
の
初
期
～
中
期
の
S
A
C
あ
る
い
は
後
進
地

域

の
S
A
C
に
は
、
無
視
で
き
な
い
数

の
多
様
な

構
成
を
も

つ
複
合
家
族
世
帯
が
存
在
す
る
が
、
わ

れ
わ
れ
は
そ
の
多
く
を
強

い
て
5e
に
分
類
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る

(鬼
頭
、

一
九
八

一
、

木
下
、

一
九
九
〇
)。
5e
の
再
分
類
が
必
要
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
、
S
A
C
に
は
か
な
り
頻
繁
な
養

子

・
養
女
の
出
入
り
が
あ
り
、
ま
た
再
婚
そ
し
て

そ
れ
に
伴
う
連
れ
子
が
存
在
し
た
。
彼
ら
の
加
入

は
世
帯

・
家
族

の
構
成
を
変
容
さ
せ
た
だ
け
で
な

く
、
個
々
の
成
員
の
役
割

(『
o
一Φ
)
構
造
、
勢
力

(O
o
鬢
①
「)
構

造

そ
し

て
情

緒

(①
日
o
鉱
o
づ
)
構

造
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

た
と
え
ば
図
1
1
6
に
示
し
た
恥
71
世
帯

に
お
い

て
、

一
八
四
四
～
四
六
年
、
同
四
八
～
五
四
年

の

世
帯
類
型
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
訪
に
分
類
せ
ざ
る
を
え

な

い
が
、
別
の
見
方
も
当
然
可
能

で
あ
る
。
こ
の

世
帯
の
場
合
、
二
つ
の
世
帯

(銅
と
鴕
と
)
が
必

要
あ

っ
て
結
合
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
指
標
を
ス
キ
ー
ム
に

完
全
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
相
当
困
難
で
あ
ろ
う

が
。

二
i
二

小
山
1ー
ス
ミ
ス
の

.o
鉾
①σq
o
誌
①ω、

江
戸
時
代

の
農
民
世
帯
を
い
く

つ
か
の
形
態
に

分
類
し
て
S
A
C
デ
ー
タ
に
適
用
し
、
形
態
と
形

態
と
の
問
に
周
期
的
な
移
行
経
路
が
あ
る
こ
と
を

最
初
に
発
見
し
た
の
は
小
山

(
一
九
五
九
)
で
あ

っ
た
。
ω
巨

9

(H
零
c。)
は
小
山
が
使
用
し
た
形

態
区
分
に
修
正
を
加
え
て
新
カ
テ
ゴ
リ
ー

(以
下
、

単

に
K
&
S
と
標
記
す
る
)
を

つ
く
り
、
近
畿
地

方

の
小
都
市

・
西
宮
と
大
阪
の
町
内

(耄
鋤
a
ω)

に
残
さ
れ
て
い
る
S
A
C
に
適
用
し
た

(図
2
1

1
の
A
～

1
を
見
よ
)
。
K
&
S
は
ど
の
世
代

が

戸
主
権
を
も

っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点

に
着
目
し

て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
直
系
制
家
族

・
世
帯
の
構

成
を
分
類
す
る
さ
い
に
効
力
を
も

っ
て
い
る
。
カ

テ
ゴ
リ
ー
数
は
合
計
九
で
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
が
、
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Fivedigitschemeの 適 用 例表2

UnitedStatesNorwayChina

Frequency%Frequency%Frequency96

3.3

0.4

86.5

3.7

2.5

3.7

100.0

 

17

2

孀

0

19

0

13

0

19

0

0

鵬

篇

価

M

舗

鰡

M

備

四

8

1

Q》

21

5

彿

0

32

0

3

0

描

3

0

鵬

脇

躍

"

脯

㎝

鮖

卯

稲

㎝

服

仰

n

四

1

」4

9臼

Q
》

91

18

2

腰

-

協

4

27

1

30

4

6

鵬

㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
躙

わ
れ
わ
れ
は
新
た
に
J

…
兄
弟
姉
妹

の
み
に
よ

っ

て
構
成
さ
れ
て
い
る
世
帯
と
、
K

"
分
類
不
能

の

世
帯
の
二
つ
を
加
え
る
必
要
に
せ
ま
ら

れ
た
。
ま

た
、
小
山
も
ス
ミ
ス
も
と
も
に
明
記
し

て
は
い
な

い
が
、
個
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
配
偶
者

の
い
な

い
傍
系
親
族
を
ふ
く
む
こ
と
が
で
き
、

さ
ら
に
欠

損
形
態
を
も
包
含
し
う
る
も
の
と
考
え
ざ

る
を
え

出典:LeeandGjerde(1986),P.106,Table9.Householdstructurebypresenceofconjugal

units:China(1801),Norway(1801,1865)a負dUnitedStates(1880,1900)を 転 載。

な
い
。

と
こ
ろ
で
K
&
S
は
複
合
家
族
世
帯
の
存

在
を
考
慮

に
入
れ

て
い
な

い
た
め
、
ま
た

H
&
L
と
は
逆

に
、
戸
主
権
を
持

つ
人
間

(世
帯
主
)
を
中
心
に
置

い
て
世
帯
を
分
類

し
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
ス
キ
ー
ム
を
適
用

で
き
な
い
局
面
が
い
く

つ
か
現
れ
た

(図
1

1
4
の

一
八
四

一
～
四
四
年
ま
で
の
四
年
間
、

及
び
図
1
1
5
の

一
八
四
〇
～
五
七
年
ま
で

の

一
八
年
間

に
お
け
る
記
号
K
を
見
よ
)
。

小
山
が
使
用
し
た
S
A
C
は
甲
州
地
方

(山

梨
県
)
の
農
山
村
の
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、

そ
こ
に
は
複
合
家
族
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。
ま
た
、
ス
ミ
ス
が
使
用
し
た
S

A
C
に
は
富
裕
な
商
人

・
職
人
世
帯
が
記
載

さ
れ
て

い
た
が
、
そ
の
中
に
は
少

な
く
と
も

二

～
三
の
複
合
家
族
世
帯
が
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
彼
ら
が
こ
う
し
た
世
帯
を
ど
の
よ

う
に
処
理
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら

不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
H
&
L
と
同
様
に
、
カ
テ

ゴ
リ
ー
C
に
つ
い
て
は
再
分
類
を
す
る
必
要
が
生

じ
た
。
例
え
ば

一
五
歳
未
満

の
子
供
を
戸
主
と
す

る
核
家
族
世
帯
が

(頻
繁
で
は
な
い
も
の
の
)
あ

る
程
度
存
在
す
る
た
め
に
、
ま
た
前
節
で
指
摘
し

た
よ
う
に
、
農
村
と
都
市
と
を
問
わ
ず
C
の
欠
損

形
態

(父
子
世
帯
、
母
子
世
帯
)
が
頻
繁
に
出
現

す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
六

つ
に
再
分
類
す
る
必
要

に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る

(図
1
1
1
の
脚
注
を
参

照
せ
よ
)。

二
ー

三

リ

ー

1ー

ジ

ェ
ル
デ

の

.臣
く
①
9
ぴQ
律

ω
o
げ
①
日
①
.

戸

主

権

の
所

在

を

考

慮

に

入

れ

な

い

こ

と

か

ら

生

じ

る

H

&

L

ス

キ

ー

ム

の
問

題

点

を

詳

し

く

指

摘

し

、

人

々
が

単

婚

家

族

を

形

成

す

る
社

会

(換

言

す

れ

ば

複

婚

制

を

採

ら

な

い
社

会

)

な

ら

ど

こ

で

も

、

ま

た

ど

の

時

代

に

も
適

用

で

き

る

ス
キ

ー

ム

(
以

下

、

単

に

L

&

G

と
標

記

す

る

)

が

提

案

さ

れ

て

い

る

(
い
①
Φ
p
巳

Ω

①
a

ρ

目
㊤
。。
①
)
。

彼

ら

は

、

戸

主

権

を

も

つ
世

代

(ひq
Φ
話

鐔

鉱
8

ω
)

を

中

間

(O
Φ
昌
嘗
Φ
)

に

置

き

、

両

親

(ひq
Φ
昌
Φ
螽

口
8

昏
)

と

祖

父

母

(ひQ
9

①
蕁

口
8

㎝
)

の

世

代

を

左

の

方

向

に
、

子

供

(σq
①
昌
①
蠢

江
8

b。
)

と

孫

(ひq
Φ
昌
Φ
蠢

口
o
づ

一
)

の

世

代

を

右

の
方

向

に

配

置
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す
る
。
そ
う
し
た
上
で
、
各
世
代
が
包
含

す
る
C

F
U
の
数
を
数
字

(臼
αq
δ

で
表

示
す

る
と

い

う
簡
潔
な
ス
キ
ー
ム
で
あ
る

(表
2
の
左
列
を
み

よ
。
こ
の
う
ち
X
に
は
C
F
U
の
数
が
は

い
る
)。

そ
の
狙
い
は
、
戸
主
権
を
も
つ
世
代
を
明
確

に
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
と
り
わ
け
多
様
な
構
成
を
と

る
複
合
家
族
世
帯
を
も
漏
れ
な
く
分
類
で
き
る
、

「普

遍

的

世

帯

分

類

法
」

(.
9。

二
巳
く
叟
ω
9。
一

ヨ
Φ窪
O
血
O
胤
げ
O
弖
ω①
げ
O
匡

9
鋤
ωω一ゆ
O
餌
口
O
口
.
)
を

提
案
す
る
こ
と
に
あ
る
。
戸
主
権

の
所
在
を
明
確

に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
セ
ン
サ
ス
の
よ
う
な
横

断
的
デ
ー
タ
で
あ

っ
て
も
、
戸
主

の
年
齢
を
手
が

か
り
に
、
そ
こ
か
ら
核
家
族
や
直
系
家
族

の
ラ
イ

「
フ
サ
イ
ク
ル
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

t図2-2世 帯 構 成 とFivedigi

(00100)

(00100)

(01000)

(01000)

(01000)

Household:

Household:

篇娜
Household:

Household:

態
Household:

 

A

B

G

D

E

る
。彼

ら
が
、
家
族
の
制
度
的
理
想
を
相
互
に
異
に

す
る
三

つ
の
社
会

(中
国
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
そ
し
て

ア
メ
リ
カ
合
衆

国
)
の
セ
ン
サ
ス
型

(臼
o
ω甲

ω8
8
ぎ
9

デ

ー
タ
に
、
自

ら

の
ス
キ
ー

ム
を

適
用
し
て
得
た
結
果

(と
り
わ
け
、
い
①Φ

譽
α

○
冨
「
α
ρ
一㊤。。ρ
b
●HOρ
目
9び
δ
-
り
11
表
2
)
を
見

れ
ば
、
」
&
G
の
威
力
が
ど
の
側
面
で
最
大

に
発

揮
さ
れ
る
の
か
が
よ
く
分
か
る
。
L
&
G
の
威
力

は
、
デ
ー
タ
が
採
ら
れ
た
複
数

の
地
域

(文
化

圏
)

の
典
型
的
家
族
形
態

・
構
造
を
明
確
に
し
つ

つ
、
そ
の
深
層
に
あ
る
家
族
制
度
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
問

題
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
例
え

(01100)

(00200)

Household:

会覗,o
△'一△

Household:

飜8

 

F

G

出 典:表2と 同 様、P.104,Figure5.

Householdexamplesを 転載。

図2-3 Fivedigitschemeの

問 題 点

Stage3(5a;01100)Household:

鍾
ば
欠
損
世
帯
を
分
類
す
る
際
に
そ
れ
が
現
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

(す
で
に
彼
ら
自
身
も
指
摘
し

て
い

る
よ
う
に
)
戸
主
権
を
留
保
し

(全
て
の
世
代
の

中
心
に
位
置
し
)
て
い
る
第
三
世
代
の
成
員

(夫

と
妻
と
)
が
完
全
に
欠
損
し
て
い
た
り

(図
2
-

2
の
E
)
、
妻
を
欠

い
て
い
る
場
合

(同
図
の
C
、

D
)、
子
ど
も

お
よ
び
彼
自
身
は
ひq⑦
昌
①
鐔
口
o
ロ
駆

(父
親
)

に
所
属
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
前
者

(同
図
E
)
の
場
合
、
も
は
や

世
帯

に
い
な

い
者
を
操
作
的
に
戸
主
と
仮
定
し
て

も
、
あ
る
い
は
現
実

に
そ
う
し
た
慣
習
が
あ

っ
た

と
し
て
も
、
実
際

に
戸
主
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
者
こ
そ
が
、
そ
の
世
帯
に
と

っ
て
は
重
要
だ

っ

た
筈
で
あ
る
。
ま
た
後
者
の
場
合
、
戸
主

一
人
だ

Household:

齡o
Stage4(5e;01100)

(01100)Household:

鰻
出典:表2と 同様 、P.94のFig.2、P.95の

Fig.3、P.104のFig.5よ り抜粋 して

作 成。
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け

の
場

合

(同

図

D

)

な

ら

容

認

し

う

る

と

し

て

も

、

自

分

の
子

ど

も

(
た

ち

)

を

二

世

代

も

上

の

ひq
Φ
ご
Φ
轟

鉱
o
づ

蔭

(
子

ど

も

か

ら

み

て
祖

父

)

に

帰

属

さ

せ

る

(同

図

C

)

こ
と

に

は

問

題

が

あ

ろ

う

。

さ

ら

に

は

、

質

的

に

異

な

っ
た

構

成

を

も

つ
複

数

の

家

族

が

、

同

一
の

カ

テ

ゴ

リ

ー

(鼠
ひq
δ

に

分

類

さ

れ

て
し

ま
う

と

い
う

、

決

定

的

と

も

い
え

る

欠

陥

が

あ

る

(例

え

ば

、

い
①
Φ

穹

α

Ω

①
a

P

6

。。
O
も

'
㊤
♪

コ

ひQ
』

の

OD
β

ひQ
①
ω

[
冨

旧
O
=

O
O
H

や

り
9

固

ひq
・
ω
の

ω
β

αQ
Φ

ら

[α
Φ
旧
O
H
H
O
O
凵

そ

し

て

や

H
O
♪

国

ひq
・
α
の

[O
一
H
O
O
]

と

を

対

照

さ

せ

た

、

図

2

i

3

を

み

よ

)
。

さ

ら

に

は

、

一

つ

の

世

代

に

二

つ
以

上

の
核

家

族

が

含

ま

れ

て

い

る

場

合

、

い
ず

れ

の
核

家

族

に
戸

主

権

が

存

在

し

て

い

る

の

か

、

数

値

(臼
αq
ε

を

見

た

だ

け

で

は

特

定

で

き
ず

実

際

に
不

便

で
あ

る

(
図

2

1

2

の

G

を

見

よ

)
。

な

る

ほ

ど

、

L

&

G

は

数

値

(9
ひq
ε

の

使

用

に

よ

る

図

式

化

に

よ

っ
て
抽

象

度

を

上

げ

、

あ

ら

ゆ

る
家

族

制

度

下

の
世

帯

を

巨

視

的

に
分

類

す

る

こ

と

を

可

能

に

し

た

と

い
う

貢

献

を

な

し

て

お

り

、

こ

の
点

は

正

し

く

評

価

し

な

く

て

は
な

ら

な

い
。
し
か
し
、
抽
象
度
を
上
げ
す
ぎ
た
た
め
に
、

臼
ひq
淳

か
ら
家
族
形
態
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
描

く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
困
難
で
あ
る
し
、
場
合
に
よ

っ
て
は
間
違
い
す
ら
起

こ
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
K
&
S
は
当
初

の
目
的
に
規
定
さ
れ
て
、

多
様
な
形
態
が
出
現
す
る
都
市
の
核
家
族
あ
る
い

は
農
村

の
複
合
家
族
を
、
漏
れ
な
く
拾
い
上
げ
ら

れ
な

い
と
い
う
弱
点
が
あ
る
。

以
上
三
つ
の
ス
キ
ー
ム
を
検
討
し
た
結
果
、
筆

者
が
得
た
現
在
の
結
論
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
H
&
L
に
改
善
を
加
え
て
、
第

一
に
戸

主
権
の
所
在
を
考
慮
に
い
れ
、
第
二
に
傍
系
親
族
、

養
子
を
ど
う
扱
う
か
を
決
定
し
、
第
三
に
出
現
可

能
な
欠
損
家
族
世
帯
を
網
羅
で
き
る
よ
う
に
し
、

第
四
に
5e
を
再
分
類
す
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、

こ
の
ス
キ
ー
ム
の
通
文
化
的

・
通
時
代
的
な
資
料

へ
の
適
用
度
を
上
げ
る
こ
と
が
今

の
と
こ
ろ
得
策

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、

ど

の
ス
キ
ー
ム
も
複
婚

(b
O
一く
oq
鋤b
P《
)
制
社
会

の
家
族

に
は
適
用
で
き
な
い
と
い
う
指
摘
に
は
注

意
す

べ
き
で
あ
る
。

三

都
市
下
層
に
お
け
る
家
族

の
周
期
的
律
動

-

一
つ
の
復
元
-

自
ら
の
家
族
分
類
ス
キ
ー
ム
を
西
宮
と
大
阪
の

S
A
C
に
適
用
し
た
際
に
、
ω
ヨ
津
げ

(一
零
o。
)
が

圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
短
期
在
住
世
帯
を
、
分
析

対
象
か
ら
除
外
し
た
の
は
残
念
で
あ
る
。
本
節
の

目
的
は
、
こ
れ
ら
の
家
族

・
世
帯

に
も
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
が
観
察
で
き
る
か
否
か
を
、
H
&
L
を
使

っ
て
実
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
に
恥
ー
M

を
構
成
し
て
い
る
個
人

・
世
帯

の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン

を
記
し
て
お
く
。
総
世
帯
数
は

一
一
五

(鶴
福
院

町
五
五
世
帯
、
東
向
北
町
六
〇
世
帯
)、
延
べ
世

帯
数
は
三
〇
三
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
奉
公
人
を
お

く
世
帯
は

一
三

(延
べ
二
三
世
帯
)
あ

っ
た
。
延

べ
人
数
は
八
九
六
人

(男
子
四
三

一
人
、
女
子
四

六
五
人
)
で
、
年
齢
不
詳
が
二
人
あ

っ
た
。
こ
の

二
人
を
除
く
八
九
四
人
の
う
ち
、
単
身
者
は
三
〇

人

(三

・
四
%
)

の
み
で
意
外

に
少
な
く
、
八
六

四
人

(九
六

・
六
%
)
は
他
の
世
帯
員
と
同
居
し

て
い
た
。
こ
の
う
ち
男
子
奉
公
人
は
二
九
人
、
女

子
奉
公
人
は

=
二
人
い
た

(両
町
の
奉
公
人
に
つ

い
て
は
注
7
を
見
よ
)。
町
在
住
年
数
別

の
世
帯
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図3、 年齢階層別の世帯員続柄(男子)

100%

80%

60%

4096

20%

0%

1

～

5

(n=41)

6口1621

～ ～ ～ ～

10152025

(43)(54)(37)(32)

263136
111
303540

(44)(44)(25)

41465156
1111
45505560

(39)(27)(13)(19)

顱 奉公人

驪 鷯 他の

圜 兄弟

□ 世帯主

■ 息子

61

～

65

(9)(427)

図3-2年 齢階層別の世帯員続柄(女 子)
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11～

}Oi520

(41)(35)(52♪

21

～

25

(57)

263136
111
303540
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5
65
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日 奉公人

目 鰯 他の

L」姉妹

鑞 女世帯主

驪 母

□ 妻

■ 娘

(456)
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表3-1年 齢階層別の世帯類型(H&L)

世帯主の
年齢階層 世帯類型

合 計

7

1

15(4)

6(1)

24(3)

44(8)

51(9)

27(2)

43(6)

30(3)

18(5)

23(5)

13(7)

1(1)

303(54)

5e

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

I

O

I

5b

O

O

O

O

O

O

O

O

O

l

O

O

O

O

l

5a

O

O

O

O

O

O

3

1

0

0

1

0

0

0

5

4c

O

O

O

O

O

3(1)

4(2)

0

0

0

0

0

0

0

7(3)

4b

O

O

O

O

O

O

O

O

O

l

O

O

O

O

l

4a

O

O

O

O

O

4(1)

3

3

1

2

1

0

0

0

14(1)

3d-u

l

O

7(4)

2

11

4

1

0

0

0

0

0

0

0

26(4)

3d-d

O

O

O

O

l(1)

1(1)

7(7)

1(1)

3(3)

1(1)

4(4)

5(5)

2(2)

0

25(25)

3c

O

O

O

O

O

O

5

7

4

4

2

4

1

0

27

3b

O

O

I

O

O

2

14

10

31

15

7

4

2

0

86

3a

O

O

O

3

0

10

7

2

1

0

2

8

1

0

34

2b

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1(1)

1(1)

8(2)

2a

O

l

6

0

6(1)

7(2)

0

0

0

0

0

0

0

0

20(3)

lb

O

O

I

l(1)

6(1)

12(3)

7

2(1)

3(3)

6(2)

1(1)

2

5(4)

0

46(16)

ia

O

O

O

O

O

l

O

l

O

O

O

O

O

O

2

(歳)

1-5

6～10

11～15

16-20

21-25

26～30

31-35

36～40

41～45

46～50

51～55

56～60

61-65

66一

合計

()=女 世帯主(内 数)

表3-2年 齢階層別の世帯類型(K&S)

世帯主の 世帯類型

年齢階層

合計

7

1

15

6

24

44

51

27

43

30

18

23

13

1

303

K

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

8

J

O

l

6

0

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

20

G

O

O

O

O

O

3

3

1

0

2

0

0

0

0

9

F

O

O

O

O

O

O

O

O

O

2

0

0

1

0

3

E

O

O

O

O

l

I

3

3

0

0

2

0

0

0

10

D

O

O

O

O

O

O

O

O

l

O

O

O

O

O

I

C-mu

I

O

7

2

10

4

1

0

0

0

0

0

0

0

25

C-md

O

O

O

O

l

l

9

1

3

1

4

5

2

0

27

C-fd

O

O

O

O

O

O

5

7

4

4

2

4

1

0

27

C

O

O

l

O

O

3

14

10

31

15

7

4

2

0

87

B

O

O

O

3

0

12

9

2

1

0

2

8

1

0

38

A

O

O

l

1

6

13

7

3

3

6

1

2

5

0

48

(歳)

1～5

6～10

11-15

16-20

21～25

26～30

31～35

36～40

41～45

46～50

51-55

56～60

61～65

66～

合 計

分
布
は
、

一
年
未
満

二
二
四
ケ
ー
ス

(二
九

・
六

%
)、

一
～

二
年

二
二
〇
ケ
ー
ス

(二
六

・
一
%
)、

二
～
三
年

二

七
ケ
ー

ス

(
一
四

・
八
%
)
、
三

～
四
年

二

八
ケ
ー
ス

(
一
五
・
六
%
)、
四
～
五

年
お
よ
び
五
～
六
年
未
満

"
そ
れ
ぞ
れ
八
ケ
ー
ス

(計

一
三
・
八
%
)
で
あ
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
彼
ら

の
移
動

に
は
い
か
に
激
し
い
も
の
が
あ

っ
た
か
が

分
か
る
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
、
恥
ー
M
は
縦
断

的
デ
ー
タ
を

一
部
含
む
と
は
い
え
、
そ
の
大
部
分

は
横
断
的
な
デ
ー
タ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。

戸
主
か
ら
み
た
場
合

の
世
帯
員

の
地
位

(ωけ鋤
・

ε
ω)
と
年
齢

の
関
係
を
男
女
別

に
集
計
し
、
彼

ら
が
た
ど
る
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
を
推
定
し
た
も
の
が

図
3
1
1
、
図
3
1
2
で
あ
る
。
男
子
の
場
合
、

世
帯
内
地
位
の
大
部
分
は
世
帯
主
本
人
で
あ
る
か

息
子
で
あ
る
か
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
兄
弟

か

奉
公
人
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
女
子
の
場
合

は
、
妻
あ
る
い
は
娘
で
あ
る
も
の
が
最
も
多
か

っ

た
が
、
母
、
女
世
帯
主
本
人
、
姉
妹
で
あ
る
も
の

も

一
定

に
あ
り
、
男
子
と
比

べ
て
顕
著
な
違

い
が

見

い
だ
さ
れ
た
。
人
々
が
加
齢

(鋤
ひQ
5
σq
)
に
し
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家族分類スキームと宗門改帳

た
が

っ
て
順
次
世
帯
内
地
位
を
占
め
、

そ
の
地
位

に
ふ
さ
わ
し

い
役
割

(同
o
一①)
を
遂
行
し

て
い
っ

た
と
仮
定
す
る
と
、
彼
ら
が
た
ど

っ
た

ラ
イ
フ
コ

ー
ス
は
、
男
子
の
場
合
は
息
子
↓
戸
主

へ
、
女
子

の
場
合
は
娘
↓
妻
、
そ
し
て
妻
↓
母

へ
で
あ

っ
た

と
想
定
で
き
る
。
こ
の
期
間
、
男
子
で
は
二
〇
歳

(
7

)

前
後
に
奉
公
人
で
あ
る
も
の
が
あ
る
程
度

い
た
が
、

女
子
の
場
合
は
奉
公
人
よ
り
も
む
し
ろ
姉
妹
の
地

位
に
あ
る
も
の
が
多
か

っ
た
。
い
く
つ
か
の
世
帯

は
、
女
子
奉
公
人
に
よ

っ
て
提
供
さ
れ
る
家
事
労

働
よ
り
も
、
む
し
ろ
姉
妹

の
家
内
労
働

に
依
存
し

た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
か
な
り
の
数

の
女
子
が

母
の
地
位
や
女
戸
主

の
地
位
を
経
験
し

て
い
る
と

い
う
事
実
は
、
彼
女
た
ち
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
が
男

子
と
比
べ
て
相
当
変
化
に
富
ん
だ
も
の
で
あ

っ
た

ろ
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
な
お
、
こ
れ
と
比
較

で
き
る
奈
良
農
村

の
デ
ー
タ
作
成
は
後

日
を
ま
ち

た
い
が
、
例
え
ば
奥

田

(
一
九
九
三
)
は

一
つ
の

参
考
事
例
と
な
る
。

次
に
年
齢
階
層
別
世
帯
類
型
別
の
世
帯
数
を
算

出
し
、
そ
こ
か
ら
家
族
世
帯
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

を
予
測
し
て
み
よ
う
。
表
3
1
1
、
表

3
-
2
は

そ
れ
ぞ
れ
H
&
L
、
K
&
S
に
も
と
つ
い
て
世
帯

の
分
布
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
奉
公

人
は
こ
の
二

つ
の
表

か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る

(な
お
、
以
下

の
説
明
で
使
用
す
る
世
帯
類
型
11

用
語
は
、
H
&
L
の

.o
讐
Φ
ひq
o
ユ
Φω
o
昌
α
o
冨
ωω①ω
.

に
よ
る
)。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
カ
テ

ゴ

リ

ー

始

を

除

い

て

拡

大

家

族

世

帯

(㊦
×
け①
巳
Φ住
賦
ヨ
身

げ
o
⊆
ωΦ
『
o
匡
)
は
極
め
て
少

数

し

か

な

く
、
多

核

家

族

世

帯

(ヨ
巳
江
且
①

砂
琶
凶牙

げ
〇
二
ω①
ず
9
α
)
は
さ
ら
に
少
な
か
っ
た
。

都
市
居
住
世
帯
で
あ
る
こ
と
を
反
映
し
て
、
そ
の

過
半
数

(六
五
%
)
が
単
純
家
族
世
帯

(カ
テ
ゴ

リ
ー
鉛
～
訪

"
ω巨

覚
Φ
♂
含

ぢ

ぎ
二
ω
9
。
互

で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
宗
門
改
帳
を
使

用
し
た
先
行
研
究
と
上
記
事
実
と
か
ら
、
次

の
仮

説
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。
止

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
世
帯
は
ぬ
に
至
る
。
鉛
と
な

っ
た
世
帯
は
つ
ぎ

に
訪
と
な
る
。
訪
は
戸
主
の
死

亡
を
経
て
記
と
な
る
場
合
と
、
妻
の
死
亡
を
経
て

翫
に
な
る
場
合
と
が
あ
る
。
実
際
に
前
者

の
ケ
ー

ス
が
後
者

の
ケ
ー
ス
の
二
倍
あ
る
の
は
、
主
と
し

て
初
婚
年
齢

の
男
女
差
に
原
因
す
る
と
推
定
で
き

る
だ
ろ
う
。
銅
と
翫
は
母
親
ま
た
は
父
親
の
死
亡

に
よ

っ
て
、
%
ま
た
は
止
に
回
帰
す
る
で
あ
ろ
う
。

か
な
め

周
期
的
変
化
の
要
と
な

っ
て
い
る
類
型
は
訪

で
あ

る
…
と
。

こ
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
肋
i
M
の

な
か

で
実

際

に
生
起

し
た
家

族

の
形
態
変

化

(ω三
hけ)
を
す

べ
て
拾

い
上
げ
、
上
記

の
よ
う
な

移
行
経
路
が
顕
著
に
存
在
す
る
か
否
か
を
確
認
す

れ
ば
よ
い
。
表
3
1
3
は
H
&
L
に
よ
る
、
ま
た

表
3
1
4
は
K
&
S
に
よ
る
家
族
類
型
間
の
移
行

頻
度
を
示
し
て
い
る
。
全
世
帯

(
一
一
五
)
の
過

半
数

(五
六
%
)
が

一
年
未
満
の
在
住
期
間
し
か

な
く
、
ま
た
最
長
在
住
年
数
で
す
ら
わ
ず
か
六
年

未
満
で
あ

っ
た
た
め
に
、
H
&
L
に
よ
る
形
態
移

行
総
数
は
三
二
件
と
少
数
に
と
ど
ま

っ
た
。

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
形
態
移
行
の
要
と
な

っ
て
い
る
類

型
は
訪
で
あ
り
、
実
際
の
移
行
は
ほ
ぼ
止
お
よ
び

鉛
～
記
の
間
で
相
互
に
生
起
し
て
い
る
こ
と
が
表

3
1
3
か
ら
分
か
る
。
K
&
S
に
よ
る
形
態
移
行

総
数
が
二
五
件
し
か
な
い
表
3
1
4
に
お
い
て
も
、

移
行
の
要

に
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
C
が
あ
り
、
形
態
移

行
は
ほ
ぼ
A
～
C
の
間
で
相
互
に
完
結
し
て
い
る
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表3-3世 帯類型間の移行(H&L)

移行元

移行先

la lb 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 40 4d 5a 5b 5c 5d 5e 合計

la 0

Ib 2 1 2 1 6

2a 2 2

2b 0

2G 0

3a 2 4 6

3b 2 2 4

3c 1 2 1 4

3d 2 1 1 1 5

4a 1 1

4b 0

40 [ 1 2

4d 0

5a 1 1 2

5b 0

5c 0

5d 0

5e 0

合計 2 3 0 0 0 5 10 4 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 32

表3-4世 帯類型間の移行(K&S)

移行元

移行先

A B C D E F G H 1 J K 合計

,A 2 3 1 6

B 2 4 6

C 3 2 2 2 9

D 0

E 1 1 2

F 0

G 1 1

H 0

1 0

J 1 1

K 0

合計 5 5 9 1 2 2 1 0 0 0 0 0 25
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こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
も

っ
と
多
く

の
サ
ン

プ
ル
が
得
ら
れ
る
な
ら
、
こ
う
し
た
移
行
経
路
は

よ
り
鮮
明
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
短
期
間
在
住

し
て
は
他

の
町
内
あ
る
い
は
都
市

に
移
動

し
て
い

く
世
帯
群
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
中

に
は
核
家
族
的

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
た
ど
る
世
帯
が
七
〇
～
八
○

%
は
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
デ
ー
タ
か
ら

(8
)

予

測

す

る

こ

と

が

で

き

る
。

図3世 帯構成の変化(都 市世帯、1803-08年)

考
察第

一
節

で
見
た
よ
う
に
、
家
族
と
世
帯
、
こ
の

両
者

の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
開
始
パ
タ
ー
ン
と
終

了
パ
タ
ー
ン
と
は
、
ご
く
少
数

の
例
外

(例
え
ば

図
1
-
5
、

一
八
六
〇
年
の
行

に
典
型
的
に
見
ら

れ
る
)
を
除

い
て
、
か
な
り
単
純
な
組
合
わ
せ
に

収
斂
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
S
A
C
の
保
存
状
態

が
良
好
で
あ
れ
ば
、
世
帯
と
家
族
の
各

一
サ
イ
ク

ル
を
そ
れ
ぞ
れ
明
確

に
検
出
し
た
り
、
所
要
年
数

を
計
算
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
S
A

C
デ
ー
タ
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
作
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
の

中

に
、
開
始

・
終
了
パ
タ
ー
ン
を
自
動
検
索
し
た

り
、

一
サ
イ
ク
ル
に
含
ま
れ
る
諸
変
数
を
分
析

.

計
算
す
る
…機
能
を
組
入
れ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
宗
門
改
帳
以
外

の
世
帯

・
家
族
資
料

一

1.記 号 △: .男 子 、○:女 子 、▲:世 帯 主 、鼻:死 去 者 、

超):夫 婦 、巛 絲:養 子 女 関 係 、

49(数 字):年 齢 、S:奉 公 人 、 そ の 他 は 図1-1の

脚 注 をみ よ。

2.上 記 事 例 は 、 東 向 北 町 、 世 帯No.45に よ る 。

般
に
も
適
用
で
き
る
よ
う
に
、

こ
う
し
た
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
洗
練

を
加
え
て
い
く
な
ら
、
わ
れ
わ

れ
は
そ
れ
を
国
際
比
較
の
た
め

の
有
効
な
道
旦
ハ
(8
0
一)
と
し

て
使
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
第
二
節
で
、
家
族

・

世
帯
形
態
の
分
類

ス
キ
ー
ム
を

相
互

に
比
較
検
討
し
、
若
干

の

コ
メ
ン
ト
を
試
み
た
。
こ
れ
ま

で
、
こ
う
し
た
ス
キ
ー
ム
を
S

A
C
に
適
用
し
て
形
態
移
行
を

検
出
し
、
家
族
形
態
の
循
環
的

移
行

(周
期
)
を
描
こ
う
と
す
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る
試

み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
先
述

の
小

山
、

ス
ミ
ス
、
鬼
頭
、
木
下
そ
し
て
筆
者

が
第
三

節
で
試
み
た
方
法
は
、
い
ず
れ
も
S
A
C

か
ら
形

態
移
行
セ
ッ
ト

(例
え
ば
、
止
↓
鉛
)
を
全
て
抽

出
し
、
家
族

の
論
理
的
な
発
達
経
路
に
合
致
さ
せ

る
か
た
ち
で
頻
出
セ
ッ
ト
を
相
互
に
連
結

し
、
そ

れ
を

「周
期

(o
蜜
o
一①
)
」
と
呼
ん
で
き
た

の
で
あ

る

(例
え
ば
、
跏
↓
馳
↓
伯
↓
訪
)
。
し

か
し
、

こ
の
方
法
は
S
A
C
を
横
断
的
デ
ー
タ
と
し
て
活

用
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
四

つ
以
上
の
形
態
を
↓
印
で
繋
ぐ
こ
と
は
厳
密
に
い

(
9
)

え
ば
誤
り
で
あ
る
。
使
用
で
き
る
資
料
が
横
断
的

な
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
場
合
は
止
む
を
得
な
い

と
し
て
も
、
S
A
C
の
よ
う
な
利
用
価
値

の
あ
る

時
系
列
デ
ー
タ
を
活
用
で
き
る
場
合

に
は
、
そ
の

メ
リ

ッ
ト
を
生
か
す
工
夫
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
S
A
C
を
使
用
す
れ
ば
全
世

帯

の
実
際
の
周
期
移
行
を

一
つ

一
つ
追
跡

で
き
る

た
ば

か
ら
、
こ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
移
行
経
路

の
束
が

存
在
す
る
か
を
旦
ハ体
的
に
観
察
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
方
法
か
ら
得
ら
れ
る
結
果
と
従
来
の
方
法

に

よ
る
結
果
と
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
と
短

所
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

第
三
節
に
お
い
て
、
筆
者
は
短
期
在
住
世
帯

の

少
な
く
と
も
七
〇
%
が
核
家
族
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
を
経
験
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
。
こ

の
節
で
使
用
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
表
に
は
、
し
か
し
、

拡
大
家
族

(①
×
8
民
①
α
賦
ヨ
自
く
)
な
い
し
直
系

家
族

(ωけ①
ヨ

融
ヨ
ξ

)
形
態
を
と
る
世
帯
が
若

干
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
世
帯
を
、
わ
れ
わ

れ
は
ど
う
解
釈
す

べ
き
だ
ろ
う
か
。
表
3
1
3
に

お
い
て
、
実
際
に
胎
形
態
を
と
っ
た

一
つ
の
世
帯

を
例
に
と

っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
図
3
は
、
東

向
北
町
に
五
年
ニ
ケ
月
余
り
在
住
し
、
実
際
に
鍼

↓
肱
↓
訪
と
い
う
形
態
移
行
を
た
ど

っ
た
世
帯
の

構
成
図

(ゴ
o
ロ
ω①
ゴ
o
置

α
賦
σQ
「鋤
日
)

で
あ
る
。
こ

の
世
帯
で
は
長
男
が
戸
主
と
な

っ
て
お
り
、
ま
た

全
て
の
弟
妹
を
世
帯
外

に
放
出
し
て
い
る
点
に
、

直
系
家
族
的
展
開

へ
の
力
動
を
読
み
と
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
世
帯
が
下
男
と
下
女
を

雇
用
で
き
る
経
済
力
を
持
た
ず

(彼
ら
は
他
家
の

奉
公
人
で
あ

っ
た
。
戸
籍
上
は
世
帯
員
だ

っ
た
が
、

実
際
に
同
居
し
て
い
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
)、

二
つ
の
C
F
U
が
縦
に
結
合
し
た
期
間
は
わ
ず
か

三
年
間
で
あ
り
、
特
筆
す

べ
き
は
同
居
す
る
は
ず

の
母
親
が
世
帯
を
出
て
別
家
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
世
帯
行
動
を
考
慮

に
入
れ
る
と
、
彼
ら
は
む
し

ろ
核
家
族

の
制
度
的
規
範
に
従

っ
て
い
た
と
解
釈

す
る
ほ
う
が
理
に
叶

っ
て
い
よ
う
。
極
め
て
か
ぎ

ら
れ
た
数
の
上
層
商
人

・
職
人
世
帯

(例
え
ば
、

図
1
-
4

[上
層
世
帯
]
の

一
八
〇
四
～
七
、

一

八
○
八
～
二
四
、
そ
し
て
三
六
～
三
八
年
ま
で
の

世
帯
構
成
を
参
照
せ
よ
)
を
除

い
て
、
大
部
分

の

都
市
居
住
者
は
直
系
制
家
族
や
そ
の
典
型
と
し
て

の
家

(芭

の
生
活
を
経
験
す
る
機
会
も
、
そ
の

た
め
の
基
盤
も
持
た
な
か

っ
た
と
考
え
て
よ
さ
そ

う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
し
か
し
、
都
市
内
、

都
市
間
あ
る
い
は
都
市
ー
農
村
問
を
移
動
し
な
が

ら
階
層
を
上
昇
し
、
や
が
て
直
系
制
家
族

へ
と
展

開
さ
せ
て
い
く
個
人
、
世
帯
が
ま

っ
た
く
無
か

っ

た
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
も
の
で
は
勿
論
な

い
。

注(
1
)

鶴

福
院

町

の
S

A
C

に
欠
落

は
な

く
、

帳

面

は

一
八
〇

四
～

一
八
七

一
年

ま

で
の
六

八
年
間
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家族分類スキームと宗門改帳

(
六

八
冊

)
を

カ

ヴ

ァ
ー

し

て

い
る
。

総

人

口

は

一
〇

〇
人
前

後

で
あ

っ
た

が
、

一
九

世
紀
後

半

に
減
少

し

は
じ

め
、

一
八
六

二
～

三
年

に
は

五

〇
人
台

に
ま

で
減

っ
た
。

そ

の
後
徐

々

に
回

復

し

て
、

一
八
七

〇
年

に
は
八
○

人

と
な

っ
た
。

世

帯
数

は

二
〇
～

二
八
あ

っ
た
。

詳
細

に

つ
い

て
は
、

高
木

(
一
九

八
九

a
]
、

b
]
)

を
見

よ
。

一
八
〇

四
～

一
二
年

ま

で
の
九
年

間
、

奉

公
人

は
毎
年

四
～

六
人

い
た
が
、

=
二
～

三
五
年

ま

で

の
二
三
年

間

は
毎
年

一
～

二
人
、

三
六
～

四

四
年

に

は
わ
ず

か

一
人

を
数

え

る

に
す
ぎ

な
く

な
り

、

一
八
四

五
年

以
後

は
皆
無

と
な

っ
た
。

興

隆
寺
村

の
S
A

C

は

一
八
二

一
～

一
八
七

〇
年

ま

で

の
五

〇
年

間
を

カ
ヴ

ァ
ー
し

て

い
る

が
、

一
八
三
七

、
五

一
、

六

三
、
六

四
年

(計

四

冊
)

の
帳

面

を

欠

い

て

い
る
。

(
一
歳

未

満

の
乳

児
を

除
外

し

た
)
総

人

口
は

一
八
一
=

年

の
五
〇
人

か
ら
漸
次

増
加

し

て
、

三
〇
年

に
六

六
人

、

四
〇
～

五
〇

年

に
七
〇

人
台

、

六
〇
年

に
は
九
〇

人

で
ピ

ー

ク
を
示

し
、

一
八
七
〇
年

は

八
五

人

で
あ

っ
た
。
世

帯
数

は

一
二
に
は

じ

ま

り
六

五
年

に

一
八
と

な
り
、

以
後

七
〇

年

ま

で
変

化

し
な

か

っ
た
。

こ

の
時

期

の
村
勢

は

不

明

だ
が

、
明

治

一
四
年

(
一
八

八

一
)

現
在

は

次

の

よ

う

で
あ

っ
た
。
総

面

積

は

二

八

町
歩

(水

田
九

・
四
、
畑

二

・
四
、
宅

地
○

・
五
町
歩

そ
し

て
山
林

が

一
五

・
六
町

歩
)

あ

り
、
本

籍

戸

数

一
九
、

人
数

八
七

(男

子

四
五
、

女

子
四

二
人

)
、

牛

三
頭

で
あ

っ
た
。

主

な
生

産

穀

物

は
米

一
五
〇

石
、

麦

一
〇

石
、

大
豆

と
小

豆
が

そ
れ

ぞ
れ

二
石

と

一
石

で
、

菜

種
と
芋

類

の
生

産

量

も
多

か

っ
た

(奈

良
市

、

一
九

七
〇

)
。

(
2
)

土

地
耕
作

面
積

を
米

穀
生

産

量

に
換

算

し
た

石
高

の
増
減

は
、

一
般

に
当

該

世
帯

の
農

地
耕

作

(あ

る

い
は
所
有

)
面

積

の
増
減

、
従

っ
て

農
民

世
帯

の
経

済
的

浮
沈

を
反

映

す
る
が

、

わ

れ

わ
れ

は
非
常

に
重

要
な

指
標

を

こ

こ
で
は
利

用

で

き

な

い

の

で

あ

る
。

な

る

ほ

ど

農

民

(層
8

ω
鋤
再
)

は

農

民

で
あ

り
、

彼

ら

は

同

一

の
階

級

(身
分

)

に
属

し

て

い
る
。

し

か
し
、

現
代

で
も
そ

う

で
あ

る
が
、
農

民
世

帯

の
間

に

は
明
確

な
経
済

的
格

差

が
存
在

し

、
そ

れ
と

世

帯

・
家

族

の
規

模

、
構

成

(o
o
ヨ
層
o
ω
筐

o
昌
)
、

構

造

(ω
け「
一』O
けd尸『Φ
)

と

は

相

互

規

定

の
関

係

に
あ

っ
た
。

(3
)

東

向

北
町

の
S

A
C

は

一
七
九

三
～

一
八
七

二
年

ま
で

の
八
○
年

間

を

カ
ヴ

ァ
ー

し
て

い
る

が
、

一
八

一
五
、

一
六

、

三
八
、

四
〇
年

(計

四
冊

)

の
帳

面

を
欠

い
て

い
る
。

人

口
は
複

雑

な
変
化

を

示
し
、

少

な

い
年

で
八
○

人
前
後

、

多

い
年

と
し

て
は

一
八

一
一
～

三
五
年

の
あ

い

だ

に

一
二
〇
人
台

を

示
す
年

が

七
回

ほ
ど

あ

っ

た
。

人

口

の
ピ

ー

ク
は

二
〇
年

の

=
二
四

人

で

あ
り

、
七

〇
年

頃

に
は

一
一
〇

人
程
度

と

な

っ

た
。

世
帯

数

は
二
〇
～

三

〇

の
あ

い
だ
を
変

動

し

て

い
た
が
、

二
〇

と

い
う
数

値

は

一
八
三
九

年

(天
保

飢
饉

の
時

期
)

に
記

録

さ
れ

た
。
詳

細

は

高

木

(
一
九

八

九

c
]
)

お

よ

び

速

水

(
一
九
九

〇

a
]
、
b

]
)

を
見

よ
。

(
4
)

以

下

に

お

い
て
、

↓
印

は

二

つ
の
出
来

事

が

(S

A
C

の
上

で
)

一
年

以
上

の
間
隔

を

お

き
、

前
後

関
係

で
結

ば

れ
る
形

を

と

っ
て
生
起

し

た

こ
と
を

示
し

て

い
る
。

こ
れ

に
対

し

て
、

11
印

は
二

つ
の
出
来

事

が
そ

れ
ぞ

れ

一
年

以
内

に
生

起

し
た

場
合

、
そ

れ
ら

を

「
同
時

に
」
生

起

し

た
も

の
と

み
な
し

た

こ
と
を

示
し

て

い
る
。

そ

の
理

由

は
、

(出

生

や

死

亡
月

、
結

婚

あ

る

い

は
離
婚

月

な
ど
を

除

い
て
)

相
続

月
が

S
A

C

に
記
載

さ

れ
る

こ
と

は
、

ま
ず
無

か

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

(5
)

同
族

団

の
呼
称

に
は
地
方

毎

に
ヴ

ァ
リ

エ
ー

シ

ョ

ン
が

あ

る
。

そ

の
中

で
、
例

え

ば

株

内
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(
カ

ブ

ウ

チ
)

と

い

う

呼

称

は

、

氏

族

(o
冨
昌
)

と

の
関

連

を

示
唆

し

て

い

て
興

味

深

い
。
株

(
カ
ブ

)

と

は
木

が

地
面

に
接

す

る
最

下

部

(ω
ε
ヨ
ロ
)
を

指

し
、

そ

の

上

部

に
幹

(ω
叶Ω
B
)
が

伸
び

、

幹

か
ら

枝

(げ
蕁

ロ
o
げ
)

が

分

か
れ

る
。
内

(
ウ
チ
)

は

「
家

に
は

い
る
」

が
原
義

で
あ
り

、
転

じ

て
内
側

あ

る

い
は
内
部

の
者

(営
ω
置
Φ
E

)

を
意
味

し

て

い
る
。

(6
)

世

帯

恥

3
1

2

の
結

婚

登

録

(
一
八

六

九

年

)

に
は

コ
メ

ン
ト
が

必
要

で
あ

ろ
う

。

子
ど

も

の
出

生

と
同
時

に
妻

が

S
A

C

に
登

録

さ
れ

る

と

い
う

事

実

は
、
妻

の

出

生

力

(hΦ
螽

甲

津
《
)
が

確

認

さ

れ

た
後

で

な

け

れ
ば

入
籍

し

な

い
と

い
う
慣

習
が

あ

っ
た

こ
と

を
示
唆

し

て

い
る

(図

1
1

2

か
ら
図

1
-

5
に
お

い
て
も

散
見

さ

れ
る
、
各

世

帯

の
か

な
り

の
数

の
事
例

を

見

よ
)
。

こ

れ

は

「
足

入

れ
」

と

称

す

る
婚

姻

形
態

(婚

姻

の
儀
礼

を

あ

と
ま
わ

し

に
し

て
、

ま
ず
嫁

が
婿

方

に
住

み

つ
く
慣
習

)

で
あ

っ
た

可

能
性

が
強

い

(奈
良

市
、

一
九

六

八
。
保

仙
、

一
九

七

二
)
。
地

元

の
イ

ン

フ

ォ
ー

マ
ン
ト

に

よ
れ
ば

、

こ

の
慣

習

は

一
九

二
〇
年

代

ま

で
見

ら

れ
た

と

い
う
。

し

か
し
、
妻

が

い

つ
婿

方

に

住

み
始

め
た

の
か

S
A

C

で
は
分

か
ら

な

い
の

で
、
筆

者

は
妻

の
登
録

と
結

婚

が
同
時

に
起

き

た
も

の
と
見

な

し
た
。

結
婚

年
齢

、
有

配
偶

期

間

な
ど

を
計

算
す

る
際

は
、

こ
う

し

た
慣

行

の

存

在
も

考
慮

し
な

く

て
は
な

ら
な

い
。

(
7
)

東

向

北

町

の
宗

門

改

帳

で
は

天

保

一
四
年

(
一
八

四
三
)

以
降

(速

水
、

一
九

九
〇

a
]
)
、

鶴
福

院
町

の
宗

門
改

帳

で
は
弘

化

二
年

(
一
八

四
五

)
以

降
、

そ

れ
ま

で
登
録

さ

れ

て
き
た
奉

公
人

の
記
載

が

全
く

な
く

な

る
。
彼

ら
が

町
内

か
ら
実

際

に
姿

を
消

し
た

の

か
否

か
、

そ

れ
と

も
実
際

に
は
奉

公
人

と
し

て
そ

の
ま

ま
居

り
、

彼

ら

の
た

め

の
宗

門
改

帳
が

別
途

作
成

さ

れ

て

そ
こ

に
登
録

さ

れ
る
よ

う

に
な

っ
た

の
か

ど
う

か
は
、
今

の
と

こ
ろ
不

明

で
あ

る
。

両

町

と
も

奉

公
人

の
大
部

分

は
男

子

で
あ

っ
た

か
ら
、

も

し
後

者

で
あ

れ
ば
、

図

3
-

1

に
示
さ

れ
た
男

子
奉

公
人

の
比
率

は
若
干

高

く
な

る
可
能

性
が

あ

る
。

先
述

の
よ
う

に
恥

l

M
は
全

期
間

を
観
察

対

象

と

し

て
構

築

さ
れ

て

い
る
。

し

か
し
、

よ
り

正
確

な
ラ

イ

フ

コ
ー

ス
を
描

く

に
は
、

二
種

類

の
デ

ー
タ

ベ
ー

ス

(全

期
間

を
対

象

と
す

る
が

奉

公
人

を
除

外
し

た
も

の
と
、
奉

公
人

が
登

録

さ
れ

て

い
る

[天

保
末

以
前

の
]

時
期

に
の
み

限
定

し
た

も

の
と
)

を
作
成

す

る
方

法
も

あ

る

(速
水

氏

の

コ
メ

ン
ト

に
よ
る
)
。

し

か
し
、

短

期

在
住

世
帯

に
奉

公
人

が
含

ま

れ

て

い
た
確

率

自

体

は
低

い

の
で
、
図

3
-

1
が

大

き
く
修

正

さ
れ

る
可
能
性

は
小

さ

い
、

と

い
う

の
が
筆

者

の
考

え

で
あ

る
。

(
8
)

こ

の
推

測

は
、
例

え
ば

明
治

期

の
都
市

貧

民

の

「
家
族

の
性

格
」

に

つ
い
て
、
中

川

(
一
九

八
五
)

が
推
定

し

て

い
る
結
論

と

は

一
致

し
な

い
。

明
治
中

期

の
都
市

下
層

社
会

を

形
成

し
た

地

区

(貧

民
窟

)
住

民

の
世
帯
規

模
、

彼

ら

の

住

居

と
家
族

関
係

、
人

口
の
自
然

増
減

率

な
ど

か
ら
、

中
川

は
貧

民
窟

に
お

い
て
は

「
家
族

で

あ

る

こ

と
自

体

が
非

常

に
困

難

で

あ

っ
た

事

情

」
が

あ

っ
た

と
述

べ
て

い
る
。

こ

の
結

論

は

東
京

市

な

い
し
大
阪

市

と

い

っ
た
大

都
市

貧

民

に
関

す

る
各
種

の
横

断
的

調
査

デ

ー
タ

に
依
拠

し

て
導

か
れ

た
も

の

で
あ

り
、

都
市

の
規

模

さ

ら

に
は
考

察
時

期
が

異
な

る

の

で
、

筆
者

の
デ

ー

タ
と
矛

盾
す

る

こ
と

は
十
分

に
あ

り
え

よ
う

。

し

か
し
、

明
治
期

の
大
都

市

の
貧
民

が
家
族

生

活
を
営

ん

で

い
た

こ
と
自
体

は
否
定

さ
れ

て

い

な

い
か
ら

(横
山

、

一
八
九

八
。

中
川

、

一
九

九

四
)
、

そ
う

し

た
世

帯

が

核
家

族

の

ラ
イ

フ
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サ

イ

ク

ル
を

た
ど

っ
た

か
否

か
、

そ
う

だ
と

し

た

ら
そ

れ
は
何

割
程

度

あ

っ
た

の
か
と

い

っ
た

事

実
を
検

証

す

る
作

業

は
、

依
然

と
し

て
留
保

さ
れ

て

い
る
重
要

な
課

題

な

の
で
あ

る
。

(9
)

上
記

の
移

行
例

で
示

せ
ば

、

そ
れ

は
訪
↓

馳
、

馳

↓

狛
、
岶

↓
訪

と
記

述

す

る
の
が

正
確

な
や

り

か
た

で
あ

る
。
例

え
ば

、

=

○
年

間

に

わ

た

る
S

A
C
を

使
用

し
、

一
七

五

五
ケ

ー

ス
の

形
態

移
行

を
抽

出

し
た
木

下

の
業
績

に
よ
る

と
、

訪
↓

馳

は
形
態

移
行

総
数

の

一
〇
%

(
一
七

五

ケ
ー

ス
)

に
す
ぎ

な

か

っ
た

(同
様

に
、

馳

↓

ね

"
五

・
五
%

[
九
七

]
、
岶

↓
訪

"
五

・
六

%

[
九
九

]
)
。

誰

も

が

す

ぐ

に
気

づ

く

よ

う

に
、

こ

の
三
局
面

の
す

べ
て
を
順

次
経

過

す

る
こ
と

が

で
き

る
世
帯

の
確
率

は
、

理
論

的

に

は
極

め

て
低

い
数

値

と
な

る

(例

え
ば

、
上

記
事
例

で

計

算

す

る

と
、
一
胡

＼
嵩
呂

*

零

＼
嵩
誤

*

8

＼
嵩
呂

11

0
・O
O
8

一
〇
。。
で

わ
ず

か

P
8

一
%

、

「
ぎ
冨
讐

巴

ω
ぼ
津
ω
」

[
四

八

ケ

ー

ス
]

を
除

い

て
計
算

し

て
も

O
・O
恕

%

に
す
ぎ

な

い
)
。

な

お
、
木

下

(私
信

)

に
よ

る
と

三

つ
の
形

態

を
順

次
移

行

す
る
図

3

の
よ
う

な
事

例

も
、

少

し

は

み
ら
れ

る
と

い
う
。
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彦
他

編

『町

内

会

の

研
究
』
)
御

茶

の
水
書

房
、

一
七

-

四
六
頁

。

日
鋤
冨

ひq
劫

ζ

器
鋤
ρ

一
㊤
O
一

.9

巨

ω

ヨ
o
『
邑

詳
鴇

鋤
邑

一けω
Φ
ま
Φ
9

8

h興
艶
一蔓

ぎ

ぎ

『
9
Φ
ヨ

冨

冨

P

一
。。
ω
O
-
δ
.・
℃
巷

9

娼
『
Φ
ω①
耳
巴

♂
H

=
一8
房
⊆
び
m
ω三

8

慧
①
「
①
昌
o
Φ

o
昌
…

∪
Φ
ヨ
o
-

雙

巷

三
〇
〇
冨

躍

Φ
ぎ

Φ
8

目
o
邑

o
α
Φ
<
巴
8

ー

ヨ
Φ
耳
》
U
①
ω
O

b。
-
Q。
藁

8

一
.

横

山

源
之
助

、

一
八
九

八
/

一
九

四
九

『
日
本

の

下

層
社

会
』

岩
波

文
庫

版
。

謝

辞
本
稿

の
作
成
に
あ
た

っ
て
は
、
多
く
の
先
学

・

同
学
の
方
々
よ
り
貴
重
な

コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い

た
。
谷
口
浩
司
氏
を
代
表
と
す
る
仏
教
大
学
総
合

研
究
所
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

…
「成
熟
都
市
の
条
件
」

研
究
班
、
お
よ
び
速
水
融
氏
を
代
表
と
す
る
国
際

日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究

"
「近
代
化

過
程

に
お
け
る
人
口
と
家
族
」
研
究
会
で
報
告
す

る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
筆
者
に
と

っ
て

幸
い
で
あ

っ
た
。
右

の
方
々
を
ふ
く
め
、
ド
ラ
フ

ト
の
段
階
で
目
を
通
し
て
い
た
だ

い
た
斎
藤
修
、

落
合
恵
美
子
氏
、
適
切
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ

い

た
速
水
融
、
空
。げ
霞
住
妻

p。
一一
氏
、
そ
し
て
史
料

に
つ
い
て
お
世
話

に
な

っ
て
き
た
奈
良
市
史
編
集

室
、
奈
良
県
立
図
書
館
郷
土
資
料
室
の
担
当
諸
氏

に
謝
意
を
表
し
ま
す
。
(所
属

"
立
命
館
大
学
)
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